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日本家庭医療学会理事会テープ起こし 

 

日 時：2008 年 11 月 9 日(日) 8:30～11:30 

会 場：天満研修センター 802 号室 

 

竹村：秋の家庭医療学会の理事会を開きたいと思います。まず理事会に先立ちまして、山

田先生の方から白浜先生のことについてお話をさせていただきます。 

山田：ご承知の通り、理事の白浜雅司先生が 10 月 27 日に急逝されました。理事会を開催

するにあたって、みなさん、黙祷のご協力をお願いします。 

（黙祷） 

竹村：白浜先生の告別式については、事務局から金本さんに学会を代表して行っていただ

いたのと、お花等を贈らせていただきました。 

 

1．会員数報告、新入会員承認、会費未納退会者（山田、以下敬称略） 

竹村：では、議案の 1 で、会員数報告、新入会員承認、および会費未納退会者の名前を発

表させていただきます。 

山田：冒頭から白浜先生の訃報をお知らせしなければならなかったんですが。白浜先生が、

この学会に果たしてくれた功績は非常に大きいものでした。失ったものが大きすぎて正直

どんなことをこの場でお話すべきか分かっていないところです。今日、理事会の後半に時

間がございましたら、白浜先生を偲んでの学会としてのご提案等をお聞きしたいと思いま

す。ということで、さしあたって議案にそってすすめたいと思います。会員数報告につい

ては、みなさんのお手元にある通り、10 月 31 日現在、1896 名。もう少しで 1900 名、2000

を越えようかというところです。この 8月 1日から 3ヵ月で新入会員が 69名ございました。

69 名の方々のお名前は、ここにある通りです。それから、1 名、白浜先生が死亡退会とい

うことです。それから復帰された方が 2 名。あと年会費が 2 年間未納で前年度末未納とな

る場合に退会となる方の名簿がそえてあります。お知り合いの方がいらっしゃいましたら、

声をかけていただくとうれしいいです。ここでは新会員の承認をはかりたいと思います。

これについて、何かご意見がございましたら、お願いします。承認いただけますでしょう

か。 

（拍手） 

 

2．平成 20 年度収支決算中間報告  

竹村：では、続いて平成 20 年度の収支決算中間報告を山田先生の方からお願いします。 
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山田：収支の中間報告をさせていただきます。収支決算書の方をご覧ください。年度末ま

でに決算報告をしなくてはいけないものがあるという関係で、まだまだ確定した数字では

ありませんが、ここで概ねご報告をさせていただきます。収入の部、予算は 1425 万円とい

うことだったんですが、中間決算で今のところ 1413 万円の収入がございます。事業収入の

ところで、学術集会開催事業収入。これが予算額が 1000 万円ということだったんですけれ

ども。学術集会はもう終わりましたので、中間決算と申しましても、これが年度の決算に

なりますが。754 万円ということです。これは学術集会の参加者が予定より少なかったとい

うことで、245 万円程度の減収になりました。一昨年の学会が参加者 600 人を越す方々だっ

たのですが、今年の学術集会については 4 百数十人ということで、200 人ぐらい参加者が少

なかったということで、予算より十分な収益をあげられませんでした。そこのところをご

報告させていただきます。あと、それぞれの事業が書かれておりますが、支出の部と対に

なっておりますので、それぞれ対比させていただければありがたいかと思います。「夏期セ

ミナー」については、収入が 400 万円、支出が 480 万円ということで。学会より 80 万円の

助成をしておりますが。概ねそれに則った形で決算が確定するということで、これについ

ては学会からさらに 5 万円程度の追加支援が必要になろうかと思います。「第 16 回家庭医

のための生涯教育ワークショップ」は、非常に盛会で、学会からの持ち出しはないという

ような決算になろうかというところです。「サテライトワークショップ in 広島」は、残念

ながら参加者が 60 名程度だったということで、当初予定の参加者には満たなかったのです

が、事業としては概ね決算額として差し引き 5 万円弱の赤字ということで、学会からの 5

万円の補填で済みそうだということでした。「冬期セミナー」は、予算が 220 万円で支出が

235 万円。15 万円程度の学会からの補填で済んだということです。「後期研修プログラム指

導医養成のためのワークショップ」は、まだ 2 回しか開催されていないので、2 回目までの

決算でしかないのですが、会場費が多少かさんで 1 回当たり 10 数万円の赤字で財政補填が

必要だったということです。「臨床研究初学者のためのワークショップ」は、まだ実績報告

になっていないところです。プログラム認定登録料は、85 万円の予算に対して 80 万円にな

っております。会誌発行収入というのは広告料ですけれども、3 回分を予定すると多少の増

収が見込めるのではないかということでした。SCENE の販売については、増刷をしていた

だいたということです。さらに田辺三菱ウェルファーマから大量に増刷のご依頼があって、

お買い上げいただいているということです。以上、収入の部に関しては予算額 3817 万円に

対して 2963 万円の収入があったということです。支出については、いま対比して申し上げ

ましたけれども、学術集会のところが、1100 万円を見込んでいたところが 1150 万円という

ことで。もともと学会から 100 万円程度の支出を見込んでいたのですが、収入が 250 万円
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ほど落ち込んで支出が 50 万円ほど伸びた関係で、300 万円プラス。全体の学会運営でいく

と 400 万円近くを学会から補填しなくてはいけないという、予想以上の出費をしてしまっ

たというご報告をさせていただかなくてはならない結果でした。以下、支出の方では、事

業、教育集会の関係事業費は今、ご説明した通りですが、それ以下、ML 管理費、調査研究

事業費ということで、プログラム認定事業費。これは申請書の受付ですとか、審査用の印

刷代等も含んでおります。今のところ 60 万円に対して 17 万円。倫理委員会の外部委員に

対する旅費等ですが、11 万 7 千円に対して 13 万 9 千円。といった計上がなされています。

以下、ウェブサイトの管理費等。3 学会合同会議参加事業費は、いま 3 学会で定款に関する

委員会、あるいは執行部が集まる会議、合同認定委員会に関する協議、会誌を作成するに

あたっての合同会議など、ちょっと回数が増えてきたものですから、200 万円の予算に対し

て 116 万円の支出がなされているというところです。認定承認機構への参加検討事業費とい

うのは、医師会との合同協議に係わるであろう旅費交通費ということだったんですが、こ

れは 3 学会とも日本医師会の方から旅費が手当てされているということで、この予算に関

しては執行していません。会誌の事業費ですけれども、今回、318 万円に対して 2 回発行さ

れていますが、3 回目の発行を見込んでの予算でした。今のところ 148 万円ですが、これは

まだ支出されていない部分があって、3 回発行になると 400 万円を超す発行費用になろうか

と予測されているところです。その他の事業費のところでは、研究助成金事業費は、予算

としては 60 万円計上してあります。前年度決定した人たちに対する支払いが 4 月になされ

たということで、60 万円を執行しているということです。患者教育パンフレット作成事業

費が 130 万円の予算が計上されていますが、これはまだ執行にいたっていません。事業の

支出は今のところ合計で 1774 万円計上されています。管理費のところでは、事務局費、会

議費、旅費交通費、通信運搬費等です。通信運搬費は会誌などの郵送料にあたるものが大

部分です。印刷製本費が 50 万円の予算のところが 100 万円程度ふくらんでいるのですが、

これは先ほどお話しした SCENE の増刷代ということで、これについては概ね 200 万円を超

す増刷費が計上されているということです。ということで、今のところ当期の収支差額は、

前期の繰り越しを 700 万円いただきましたけれども、この中間報告では次期の繰越し差額

としては 1500 万円となっています。が、これはまだ支出分が年度末に支払うものがほとん

どで、こんなに豊かではありません。前期の収支差額としては 720 万程度なのですが、年

度末を見込むと支出の合計が 660 万円程度で、年度末の繰越収支は予想ですが、200 万円を

きる額になってしまうかなというところです。実は、今年度の当初予算で 700 万円のうち、

300～400 万円程度の繰越収支の切り崩しをしなくてはいけない予算を立てたのですが、さ

らに学術集会で 300 万円程度の追加の赤字を出してしまったことと、学会誌が 2 回から 3

回発行になり、会員数が増えたこともあって、100 万円程度増額しました。当初の予算から
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すると、さらに 400 万円程度の赤字が見込まれるであろうという予測をしているところで

す。現状では中間の収支で、いま見ていただいても年度末に決算として予想がつきにくい

支出の部分が多いものですが。今お話しした通り、夏期セミナーなどそれぞれの事業は概

ね大きな赤字は出していないのですけれども、学術集会の事業と、管理費、印刷代といっ

た事業に係わる部分で若干きびしい部分があったというところです。というところで、こ

の状況をご確認いただくということで、今回、中間決算ということで事務局の方から出さ

せていただきました。 

竹村：ご質問などございましたら。 

伴：学会の学術集会の運営補助というのは、額を決めておいて、あとは独立採算で行うと

いうのがいいのかなと思います。赤字が出たらいくらでも補填しますという形では、会計

が成り立たないと思います。 

大西：ただ、医学教育学会では、大会は大会校が運営しますけれども、ここでは大会の運

営も学会で、会長というのは、そこにくっついているような体制なので。もし赤字が出た

ら誰が補填するのかということを考えると、どのように変えるのか絵が描けないかなと思

います。 

山田：ご指摘の通り、学会運営について責任の所在がはっきりしていなかったと。あとで

第 23 回学術集会の収支報告があるんですけれども、予想以上に、通訳に関する費用などの

外部委託費や、学会屋さんを頼んで運営の事務的なことを依頼したところが当初の費用よ

りもさらにふくらみました。会場費の一部も安価に見込んでいたところが、マイクやコー

ドなど安田講堂に関するところが 10 数万円じゃなくて 80 万円近くかかりました当初の予

算見積もりが甘かったのと、参加者が少なかったのが大きな痛手だったということです。

大会の運営の責任を持つという意味では、ある程度学会からの補填を限定しておいてもい

いのかしれません。白浜先生が会長をされた昨年の学術集会では、個人で、ほとんど組織

を持たない人でも会長をやってもらおうということで、学会の事務局の方が全面的に協力

をするということでやりました。第 1 回目が成功裡に終ったものですから、それに甘えて

しまったというところが実際あるんですね。第 1 回目から大成功して、我々執行部の方で

見積もりが甘かったところはお謝りしなくてはいけないところだと思います。来年、家庭

医療学会としては 後の大会を迎えるんですけれども、来年は、今度はまた 3 学会合同で、

主にプライマリケア学会と合同でするものですから、これについては、お互いの学会の契

約協議ということで大きく収支が変ってくるということもあります。反対に 2 学会が中心

になってやっているということで、責任の所在があやふやになりがちになるということも

あるので、今回のような大きな赤字を出ないように運営をするための工夫は、プライマリ

ケア学会とも一緒になって少し協議しなければいけないかなと思っているところです。と
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いうことで、中間決算としては非常に厳しくなって、700 万円あったお金が 200 万円をきる

勢いの今年度決算になると。合併までに残りのお金はきれいに使い果たすんじゃなくて、

使い過ぎるかもしれないということですね。普通に会誌を発行したり、郵送したり、学会

運営の委員会を開いたりすると、今の会費収入だと、どうしても 200～300 万円くらいの経

常赤字があるというのが 近ここ数年の傾向です。年会費を上げた経緯があり、会員が増

えたりしていることを考えると、心配しなくてもいいのかなというところもあるのですが、

委員会や各事業への持ち出しなどを、少し気にしなくてはいけないのかなと思います。ま

た来年の学術集会に関しては、ランチョンセミナーなど収入が見込まれるところもご提案

いただていかないと、厳しいのかなと思います。もう一つ、管理費の中で検討していただ

こうと思っていたのは、学会誌ですね。今年、来年と 3 回で、合計 6 回になってしまうと

予算的には厳しいかなと思います。合わせて 5 回くらいでいかがと思うのですが。そうす

ると、ふくらむ分はおさえられるのかなというところです。あと、もう一つ、 後にご提

案するのですが、研究助成金については、研究助成を出して、選出をして、 後は学会賞

に報告していただくということが義務づけられているので、今年選出をしても、来年度に

事業をやってもらって、再来年合併した以降に発表ということになるので、提案ですが昨

年度までの執行で、学会賞に関しては終了とするというのはいかがかと思います。家庭医

療学会としてはですが。3 学会で合同になるものですから、学会賞は 3 学会での運営に引き

続いていく、というようなことをご検討いただけたらなと。研究助成金は 20 万円×3=60 万

円で、会誌 1 回発行にあたる費用、100 万円弱といった額を少し考慮しておくと、学術集会

などでかなり大幅な赤字がでない限りは概ね良好な決算になるんじゃないかなと。合併に

当たって赤字が出ると、その赤字の責任の扱いが非常に厳しくなってきまして、我々執行

部が多くの責任をとらなくてはいけないところがありますが。等しく理事会の中にも、会

を代表するという立場から考えてもらわなければならないということにもなるんで。会員

の不利益ということを考えると、ここは厳しくても、合併に当たって赤字を出さないとい

うことに努めたいと思います。この 後の 1 年は放漫な形では困るので、きっちりと収支

を見込んでいきたいと思います。概ねは、この流れでいけば、そんなに大きな赤字を出す

ことはないと思いますが、昨日協議していた中では、支出を緊縮をするのであれば、研究

助成金については今年度は募集しない。そして、会誌発行については 1 回減らすというこ

とを検討していただくということになりました。あと、各事業については概ね収支はトン

ントンでやっているのですが、場合によっては助成金の幅を少し少なくてすむような運営

をしていただけるよう検討をしてもらいたいと。一応、見込みとして事業を少し緊縮する

ことを考えなければいけないかなという状況です。舵取りがちょっと力不足で、学術集会

の痛手が 後の年にひきずってしまったということで、申し訳なかったんですけれども。
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他の議事にも関連しますので、ここでご意見などありましたらいただけたらと思います。 

●●：結果として赤字というのは分かるんですけれども、その原因として総会に出る会員

が非常に少なかったということは、会員にとって総会というのはお金を出して得る権利な

ので。なんで人が少なかったのかということを、もう少し把握しといた方が良いかなと。

もしかしたら、ニーズが●●。 

山田：おっしゃる通りですね。東大で行われた学術集会は 400 人程度の参加者。それに対

して今日の「第 16 回家庭医の生涯教育のためのワークショップ」は研修センターを利用し

て 350 人を上回る人達がいる。だから、会員のニーズにそった運営をしないと、学術集会

はいけないんじゃないかなと痛切に思った次第です。ただ一方で、家庭医療学会としても

単独では 後だという経緯もあって、大会長の葛西先生も意欲的に研究ということに対し

て学術性の高い大会にしたいという思いもありました。それを私自身認めたというか、そ

の価値が高いと理解をしました。そこが十分に会員のニーズにマッチしなかったという部

分があるんじゃないかなと。特に、海外の講師等もおられたということもあって、 後の

日はかなりフル装備でやったにもかかわらず、参加者が少なかったもんですから。まあ、

まだまだ研究という機運に関しては会員のニーズが耕されていないというか、十分ではな

いのかなと。ただリーダーシップをとってもらって、ああいったことの先鞭をつけてもら

ったことの意義は非常に高いと思いますし、海外の人達の協力を得たということも意義が

高かったと思います。が、学会運営上からはちょっと厳しいということで。私や大会長含

めて、本当に反省しなきゃいけないことだと思っています。 

前野：「入り」が悪かったことに関してはフタをあけるまで分からないことですから仕方が

ないのですが。出費が増えたということに関して、「予算を越えそうだ」と分かった時に、

どの時点で分かって、どの時点でどのような対応をしたのか。つまり 初に予定したより

もかかりそうだと分かったけれど、まあ繰り越しはあると思って路線変更しなければ、赤

字になるわけですが、その時点で少し絞るとか、修正するとかの対応はとれた可能性はあ

ると思います。実際には、どの時点で分かって、どれぐらいをリミットにコントロールし

たのかということが、来年に向けて大事になるんじゃないかなと思いますので、もしおわ

かりであれば教えていただきたいと思います。あと、もう一点。先ほど「会員」のところ

で気になったのですが、未納率が 28％、つまり 4 人に 1 人以上が払っていないということ

ですよね。もし、山田先生が先ほどおっしゃっていたような緊縮方向で、研究助成金を絞

るというようなことになると、真面目にお金を払っている会員がとばっちりをくらうとい

うようにも思えるので、未納をなんとかすることで、収入をアップするというような方法

を考えられないのかなと思います。 
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山田：1 点目の方の、赤字が出そうなところで、ある程度修正が出来なかったかというご意

見ですが、正直、大会運営をして実行されるまで、すべて大会長にお任せしているという

ことですが会計は事務局が責任を持つわけですから、そこのところは逐次対話をしてやっ

ていかなくてはいけなかったと思います。財務の点では、大会長に打診をしたり、赤字が

出そうだという時に適宜報告を受けていたということはありませんでした。その点は十分

反省しなくていけないところで。大会長がプランニングや組織委員長的な役割をするのは

いいにしても、財務の責任を取れないという仕組みになっているのですから、その報告は

やっぱり学会本部と一緒になって執行部が協議しなくてはいけないということを改めて反

省しました。来年度はしっかり、そういうことのないようにやりたいと思いますので、お

許しいただきたいと思います。未納金の話については、確かにおっしゃる通りですね。い

ま事務局からの督促は 1 年ごとですか。 

事務局：年に 2 回です。 

山田：年に 2 回ですか。 

伴：今年の未納率が 28％ということですか。 

亀谷： 10 月 31 日現在の数字ですね。まだ年度末までは少し期待ができるのですか。 

前野：例年、年度末でどのくらいの未納率ですか。 

事務局：20％は越えていると思います。 

山田：あえて、というよりも忘れてしまって払っていないというのが、多いんでしょうね。 

前野：毎年、未納退会者が結構出るじゃないですか。もともと自動退会を狙っている人は

督促しても払わないんですね。その人のために、学会の経費で会誌を送っているというの

は、ものすごく無駄が多いと思います。継続する意思がない人はもうさっさと表明してや

めてもらった方がいいんじゃないかなと思います。 

山田：そうですね。おっしゃる通り、2 年間のズレがあって、退会する人はわざわざ手続き

をとらないでも会誌が送られてくるわけですから。1 度入会しただけで、その後継続しない

というつもりの人は、2 年間まるまる会費を払わなくても会誌が送られてくるという矛盾が

あります。確かにおっしゃる通りですね。 

藤沼：各企画の時に、会費を払えることはできましたっけ。払える窓口はありましたか。

たとえば今日とか。 

事務局：はい。おっしゃっていただけたら、受け付けています。学術集会ではその受付も

設けています。 

伴：正式な受付は設けていないんでしょ。 

事務局：今回も受け付けています。「新入会、年会費受付」で。 

西村：参加者名簿のところに未納の人はチェックをつけて、必ず払わないと参加できない。
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そういうのはだめなんでしょうか。 

山田：それはいいと思いますが。参加受付時に会員を優遇したりしてますよね。 

事務局：はい。 

西村：昨日も言っていましたが、ここに参加するのは会員が優先的に参加できてるわけで、

本当は会費を払っていないと。 

山田：ということで、各事業に参加する際に会費が未納かどうかをチェックすることを、

事務的にしてほしいと。参加登録される時に、年会費が滞っていますよ、ということを言

えるようにしていただくことは、そんなに無茶苦茶難しくはないですよね。 

前野：2 年間払わないと退会になるのですか。 

山田 2 年間払わないと督促をする？ 

事務局：3 年払わなかったら退会です。督促は随時行っています、年に 2 回、いくらと書か

れたものを同封して。 

前野：滞納って増えると、ますます払いたくなくなるので。たとえば 1 年経ったら退会に

はしないけれど、会誌は送らないとかどうですか。それでどれだけできるかは分かりませ

んが。 

山田：それで今度、合併になるわけで、合併するとまた新たに徴収するわけですが。合併

の日の 3 月 31 日に会員であり続けていない人は、たとえば自動的に移行できませんとか。

それを理由に何か未納を防ぐという手があるかもしれませんね。 後の、平成 21 年度に会

費を納入してないと自動移行になりませんとかいうお触れを出して、家庭医療学会として

は 後に 後にしっかり集めておく必要がありますね。 

前野：プライマリケア学会に入っているからいいや、なんて人も。 

山田：そうなると、プライマリケア学会と家庭医療学会との 後の会費の獲得合戦が起こ

るかもしれないですね。 

大西：次回の督促の時に、3 学会の合同に向けて、いま予算的にも厳しい面もあるので、と

お知らせを入れるとか。今までにないようなことをやるのもいいかもしれない。 

山田：そうですね。じゃあ、20 年度と 21 年度の会費の納入に関しては考えて、開催事業ご

とに 後の年度まで払っていただけるように徹底する。未納率も繰り越しのまま 20％以上

で合併するというよりも、家庭医療学会としては 9 割以上を達成して、21 年度までしっか

り会費を収めていただくと。そういうことを強調したいと思います。 

亀谷：来年の学術集会は 3 学会合同で行われますよね。その予算をどういうふうに組み立

てるかで繰り越し金がゼロになる可能性がありますよね。来年 1 年間で収支をゼロもしく

はプラスにもっていかなくては。学術集会として大きなマイナスが出たら、本当に赤字に

なるのでは？学会のあり方を予算としてどのように考えるか、雨森先生お一人ではちょっ
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と大変だろうし、執行部も一緒に 3 学会と話し合っていただけたらと思いますね。 

山田：そうですね。プライマリケア学会は大会長が財務の責任を負っているでしょうから。

こちらは財務の責任は大会長は持っていませんので。僕か代表理事で協議して。 

雨森：持ってないでしょうね。 

山田：そういった全体的な打ち合わせはあるんですか。 

雨森：いや、全体でお金の話は全然しておりません。一応事務局が大丈夫だとかいうので、

ああそうかなと。 

山田：今度は前沢先生ですよね、いずれにしても。あちらは学会長がそのままされるわけ

なので、僕の方で打診をしておきます。 

竹村：今まで 3 学会合同で事務局長をやってたんですけど。毎回毎回、すごく製薬会社の

人に助けられていたんですね。それで、ランチョンと寄付金を依頼して、それでやっとト

ントンになったんですけれども。今回もきっと、来年の学術集会は、そのこと自体がいい

ことか悪いことか議論の必要があるのですけれど、製薬会社に依頼しないと赤字になるん

だろうなと思います。特に今回は京都でやるので。あんなに高い会場でアクティビティあ

がるのかなと。もともと 3 学会が合併する予定で京都だったんでしょうけれど、1 年伸びて

いるんで、本当に頑張らなくてはいけないじゃないかとは思いますが。 

雨森：皆さん、来てください。 

前野：合同学術集会ではダブルで参加費をとれないですよね。 

竹村：先ほどおっしゃられた「予測できなかったか」といことに関しては、確かに安田講

堂の会場費に関しては、後で分かったことなので仕様がないんですが。外部委託、レシー

バーの数とか、カラー印刷をやめてモノクロにすべきだったとかいうことは、参加登録が

低いなという時に少し考えるべきだったような気はしますね。 

西村：あと、参加者が何を期待しているか、ニーズの問題なんですが。結構、直前になっ

ても、ここに参加すると何が出来てどんなことがあるのか、アナウンスがすごく遅かった

気がするんですけれど。ワークショップのコアメンバーに登録した人にすら、何をするの

か直前まで分からなかったり。参加者が早くから登録できなかった部分もあるのかなと。 

大西：そのあたりについては、たとえば指導医養成のワークショップとか、夏期や冬期セ

ミナーなど。早いうちに言ってもらえると良い会場が、ほとんど無料に近い値段でとれる

場所があるんです。安田講堂とか山上会館とかは、それなりにお金がかかってはくるんで

すが。セミナーやワークショップレベルだとかなり自由がききますので、来年度も早いう

ちに言っていただければありがたいことです。 

竹村：それでは、先ほどの決をとらせてもらいたいんですが。まず会誌に関して今のとこ

ろ 6 回の予定なんですが、5 回でよろしいですか。 
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藤沼：投稿がいま少ないので、企画を無理にやって一つ作ろうかと思ったんですけど。そ

ういうことでしたら。一応、合併号ということで、3 回出したという形で。 

山田：大変助かります。 

竹村：研究助成に関しても、来年出しても再来年に発表する機会がないので、今年は計上

しないでもよろしいですか。 

前野：個人的な意見ですが。たしかに家庭医療はなくなるわけですけれども、3 学会になっ

た時に家庭医療学会が消滅するのではなくて、合併するわけですね。ですから、合併した

雑誌に投稿してくださいという姿勢でもいいのかなと。もし 60 万円を絞らなければいけな

いのなら、10 万円×3 にするとか、あるいは 20 万円×1 人にするとか。実際、若手の人の

中ではそれを目指してがんばろうと思っている人がいると思うんで。縮小は学会の事情か

らやむを得ないとは思いますが、ゼロにしない方がいいかなと思います。 

大西：かなり象徴的なことだと思うんです。それは額が大きい、小さいにかかわらず、表

彰を受けたということは、後々キャリアに結びついたりするんで、そういう意味では賛成

ですね。 

雨森：今の話は研究助成金ですか、学会賞ですか？ 

竹村：同じです。 

雨森：学会賞は総会の時に発表するやつですよね。 

前野：研究助成金の話ですよね。 

竹村：はい、そうです。ごめんなさい、研究助成の話です。 

○○：学会賞は来年も引き続きということで。 

山本：会誌のことですが。私はプライマリケア学会の編集委員長をやっているんで今度も

また一緒になると思いますが。お金のことさえなかったら、発行回数は増やした方がいい

と思います。アクティビティをあげるためには。そうやって、ずっとやってきたわけです

からね。家庭医療学会はアクティブにやってきたんだという部分を相手にアピールするた

めには。結果として「モノがないので出さない」じゃなくて、あるのに減らすというのは、

方向としてはちょっとどうなのかなという気はしますね。他から見ると「何か原稿が集ま

らないから 2 回にしたんですか」っていう。「イニシアチブはこちらでとってもいいですか」

って言われるのはちょっとどうなんですかね。 

山田：おっしゃる通りです。ただ、削減できるのはどこかなと見ていたら、そこらへんが

目についただけで。課題研究に関しては、ご理解いただけるんだったら、1 名だけにして、

同じように募集すると。倍率が高くなるわけですけれども、同じような意図で出そうとい

う人たちの芽をつむことにはならないので。そういう点でいいかなと。会誌の方は本当に、

そう思っただけです。しっかり発行されるぐらいのボリュームがあれば、どうかなと。た
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だ、原稿の集まり具合、原著の量だとかを勘案すると、活動に水をかけているほどではな

いかなと思ったわけです。 

伴：今の話の折衷案というか。助成金そのものの額は、他の予算の額に比べたらすごく少

ないですね。10 万円を出すか出さないかみたいな話で。だから学会誌に関しては何回出し

ているかというより、みんな事情を分かってくれているのですから。それに 3 学会が合併

したら雑誌そのものが 1 本になるわけですから、むしろ合併号という形でいって。それよ

り助成金はそのまま継続するっていうのが象徴的でいいと思うし、予算の規模でもいいと

思います。 

前野：ちなみに、どれくらい削減したらいいのですか。 

山田：厳しい質問ですが。今年度の 終決算として見込まれるのは、おそらく全くゼロに

なってしまうことはなさそうだと。100 万円以上は残せそうです。ただ、頑張って残しても

百数十万円という程度なんで。そうすると、毎年切り詰めてやってきても、学術集会で赤

字を出さなくても、やっぱり 200 万円くらいはここのところ、かかったものですから。特

に合同会議だとかその旅費だとか、そういうことが頻繁に行われるようになってきて、管

理費、事務費、会議費というものがかさんできた。ということはやはり 200 万円くらいの

支出はあるだろうなと考えると、100 万円でも 200 万円でも切り詰めておける額が確定でき

ると、ちょっと安心です。あと、各事業は赤字を出さない、補填を少なくしますよとか、

出来るだけ黒字を作って下さいねとか、あとは会費収入のところで工夫をしましょうとが

んばれば、今の額ぐらいは吸収できるんじゃないかなと思うんです。ただブレがあるんで

ね。たとえば、 終的に 100 万円の赤字が出たとしましょう。それをどういうふうに合併

時に清算するかというと、正直、今のところ、新しい学会から補填するわけにもいかない

し、あゆみコーポレーションさんに謝って安くしてもらうわけにもいかないし。そうする

と、現金のところで自分たちが出さないと、決算できないということだってありうる。一

応 NPO 法人の解散になるわけですから。黒字が残る分は寄付をすればいいと思うんですけ

れど、赤字が残った部分は、やはり理事みんなで均等に払うか、それとも執行部は倍にし

て払うか、そんなことを考えなければいけないことになると困ります。NPO 法人の活動と

しては舵取りが悪かった私の責任なんで、 終的には私が払うといことも覚悟しなくて

は？。 

前野：研究助成は 2 月ぐらいですよね。ですから、縮小はするけれど、消滅はさせないぐ

らいの形にして。採択件数は、確定しなくても公募は出来るんで。この次はたぶん 2 月な

ので、そこで 終的に決めるというのはいかがでしょうか。 

山田：分かりました。じゃあ、採用件数については応募件数から勘案する。3 例とは限らな

い。そういうことにしましょうかね。 
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草場：まず、資金繰りというのは大丈夫なんでしょうか。かなりギリギリのラインになっ

た時、その辺は。 

山田：キャッシュフローは、実は現金がたいして残っているわけではありませんが、ここ

はもうあゆみさんにかぶってもらうしかないですね。だから支払いを待ってもらって、1 年

間あとにするとか、もうそれしかないと思っています。ただ、それを社長が許してくれる

かどうか分からないですが。 

草場 ：あと、もう 1 点は、予算を立てるときの各担当の委員長との細かな詰めが大事なの

かな、と思って。FD のところなんかは、なんとか赤字が出ない形に持っていくことは可能

だと思っています。一つひとつの事業を細かく作っていくしか無いのかもしれませんね。

それが、あるところがボンとはみ出ると細かな努力が一気に。 

山田：先ほど、大西先生からご提案があったように、早めに言ってくれれば安い会場がと

れるんですよね 

草場 ：全くそのとおり。 

山田：会場費がかさむことが多いので。立案する段階でそれぞれの事業をやっている人た

ちに、事業性もある程度考えてご提案いただけるといいと思う。間際になって、「この日に

なりました。とにかく会場を探してください」って事務局にふられると、結局は割高なと

ころになっちゃうんですよね。そんな経緯があるものですから、いろんな事業の期日は早

めに決定していただくことと、出来るだけ安価なところでやれるようにしていただきたい。 

山本：元研究委員長として。応募の状況を見てから採択数を決めるというのは、すごく難

しいんですよね。実際にやってみて。たとえば、4 件応募があって、はじめから 3 件入賞と

分かっていれば、1 件を落とせるんですが。「今回 4 件あったけど、どうする」「じゃあ倍率

2 倍で 2 件にしょうか」ってことにはならないし、出来ないと思うんですよ。ですから公募

する前に、数は同じにして額を絞るのか、額を同じにして数を絞るのかを決めてから公募

した方が、大西先生もやりやすいんじゃないかなと思います。 

亀谷：大きな考え方として。前は 700 万円くらいの繰越金があって、去年の予算はマイナ

ス予算を組んでいるんですよね。それは、残さないって意味もあったと思うんですが。そ

れを思いのほかオーバーしちゃったんで、来年の予算の立て方が問題なんですよね。つま

り、合併時に清算できる形にすることが大事なんですね。 

竹村：教育集会に関してはもう夏期セミナー以外は大体トントンな感じなので。夏期セミ

ナーは来年は安くできますか。 

●●：結局、学生にどれだけ投資をするかっていうことで。参加費を、学会から持ち出し

た分で安くしているんです。たとえば、そのまま行けば一人当たり 3 万円くらいの値段で。

そこに 3 万円かけて、交通費かけて、どのくらいの学生が集まるかという時に、学会から
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一人当たり 5000 円くらいの補助をもらって 2 万いくらにして、医師の会員との差をつけて、

少しでも多くの参加ができるかと。赤字の経営というよりは、学生に補助を出しているん

ですが、それを学会の考えとしてトントンにするような会費の設定にするのか、それとも、

大事な学生なので安くしても来てもらって今後の人材を育てようという考えであるか。そ

れで、どれだけのお金をかけられるかということです。ちょっと性質が違うものだと思い

ます。 

亀谷：すると、それぞれの予算を組むときの重みづけで、この学会の特色として、そうい

うときにはなるべく安くしましょうとか、研究経費は少し残しましょうとか。重要なテー

マを整理して、重い順に予算を付けるしかないでしょうね。 

山田：来年度予算を立てなきゃいけない理事会の際に、概ねそういったことを勘案して、

終決算の予測を出して、協議していただくことになると思います。 

それ以前に、いまお話をしていたのは会誌、研究助成というのはある程度早めに決めてお

かないと。公布しなきゃいけないので。その辺の打診だけ公開しておこうといったところ

です。それぞれの事業については、いまお話があったとおり、出来るだけ緊縮して、場合

によっては、それぞれ持ち出し分を縮小させていただくけれども、全体のバランスがあり

ますから、 終的に理事会で決定していただければ結構だと思います。ただ研究助成に関

しては、件数や額が変わると公布しなくてはいけないことがあるので。あるいはするしな

いということに関しても、大きな決断の差ですから。今回決めていただきたいのは、助成

のことと会誌のことです。今日の理事会で決をとっておきたいと。 

伴：今までは 3 件 20 万円ですか。 

山田：そうです。 

藤沼：認定プログラムからの収入がものすごく少ないんですよね。何か、出品料とか出展

料とかを義務づけるとかですね。それが 大のリソースだと思うんですけど。施設として

登録して、施設がお金を出すんですから。多分、個人収入じゃないんで。たとえば事業で、

後期研修説明会とかすると確実にお金が入ると思います。個人ではなくて施設だという手

があるんだと。 

山田：おっしゃる通りですね。プログラム認定に関しては事務手続き量も多いんですけど、

それがあるおかげで会員が 3 ヵ月単位で 100 人ぐらい、あるいはそのプログラム認定のワ

ークショップをやった時に、それに合わせて入会するという傾向が多くて。学会の一番の

主力である後期研修のプログラム認定という作業は、一番活発にしてもらっているところ

なんで。そこに事業性を持たせるということは非常におっしゃる通りだと思います。ただ

プログラム責任者、あるいは認定プログラムに対して学会からもうちょっとフィードバッ

クする部分もないと。とにかく取るだけとるのでは。たとえば認定のことに関して恩恵が



14 
 

少ないというか、ブロックでの交流、あるいはサイトビジットみたいにして学会から研修

の内容についてどうこうするような活動は、今のところまだありませんので。そういうの

も具体化してこないといけないのかなと。あと、来年には認定試験が初めてあるんですね。 

大橋：今のところ、プライマリケア学会の専門医にあわせて、試験料が 3 万円で、登録料

が 1 万円です。 

前野：僕はやっぱり、プログラムからお金をとるなら、独立採算的にプログラムのために

使うべきだと思います。。学会の収支を改善するために取れるところから金を取るというの

は、何かこう魂を売っているようで、あまりよくないと思います。どうしても行うなら、

それを払う方が納得して払える何らかの事業と組み合わせて、、それにちょっと上乗せした

くらいで行う方がいいと思います。 

山田：確かにこれで合併しても、プログラム認定については、おそらく今の枠組みでその

まま続くわけですから、あらたにプライマリケア学会や総合診療医学会の中での取り組み

はないものですから。おそらく、それはそのまま学会収入となっていくことと思います。

だから今のうちにルールみたいなことは作っておいた方がいいと思いますね。 

前野：取ること自体はいいと思うんですよね。たとえば FD とかもありますが、個人から金

を取るよりは、プログラムからお金をとって、行く人は本当に実費ぐらいにした方が行き

やすいと思います。要するに、必要な事業をやる必要な経費は、しかるべき人にきっちり

請求する。そして頂いたお金の範囲で事業をすれば、別に問題は生じないわけで。月並み

なようですが、ひとつひとつの事業を見直していくことが必要だと。 

竹村：今のところ、まさしく、そのような会計をしております。ただ、普通に引き算をす

ると、来年は恐ろしいことになるだろうなと。 

前野：来年は身の丈にあったことをするということで。 

竹村：そうですね。でも、この引き算で出て来る額をどうするかっていう話だけなんです。 

大西：大学なんかでは、単年度ですべてゼロになっていくようにやるんですけれど。おそ

らく平成 22 年の 3 月末というのは、そういう状況を迎えるのかなって。ですから余っても

まずいんですよね。あまり大きく変更しすぎると、とんでもない額の余剰金が出て、それ

こそ困るっていうことにもなると思いますが。 

竹村：今まで通りにやれば、必ず 20 万円の赤字が出るでしょう。今まで通りだったらだめ

でしょうね。 

大西： 終的に、赤字になったら、この理事がいくらか足しても合わせるんだという危機

感を持って。みんな自覚を持っていれば。 

伴：今までの家庭医療学会は上昇気運というか雰囲気がプラスに作用しているところがあ

って。全体的に右肩下がりになっているらしい、という雰囲気が出てはいけない。その辺
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を考えてやらないと。どんどん意欲がそがれるみたいな。 

山田：NPO 法人になってから、どちらかというと事業性を重視して、小さな政府よりも大

きな政府という感じでやってきたところがあります。今まで研究会時代から引き継いでき

て、非常に善意の団体で、お金がどんどん残って、貯金が増えていった。そういうところ

を食いつぶしてしまったという 2 代目 3 代目の道楽息子みたいな評価かもしれません。し

かし、小さな政府に戻れば、単年度で赤字を出さないってことは当然出来ると思うんです

が、、。ただ一方で、削減しなくちゃいけないところは、しなきゃいけない。理事会でまた

ご検討いただくということですが、会誌は合併号ということで、5 回発行で宜しいでしょう

か。 

山本：伴先生が言われた案がいいですよね。会誌は変に縮小したんじゃなくて合併号とい

う形で。 

山田：課題研究の方はどうしますかね。20 万円 3 件を維持するか、10 万円 3 件か、あるい

は件数を減らすか。 

○○：額を見ている人なんているの。 

前野：僕は獲った人の何人かに聞いたんですけど。とれたことがものすごくうれしいんで

すよ。額はどちらにしても結局足りませんので。 

山田：それじゃ、10 万円程度で、とりあえず 30 万円の予算にさせていただければちょっと

でも助かります。 

草場：患者パンフレット作成事業は 20 年度で終了ですか。 

山田：今日、活動をご報告いただいて判断をしようと思っております。 

竹村：それでは、予定より 300 万～400 万円、支出が増えてしまっているので、考えていた

だくということで、お願いいたします。 

 

3. 常設委員会・部会報告（担当理事）  

◇ 編集委員会 

藤沼：会誌は秋号が 終校正で、11 月下旬の完成です。論文は少ないですが、かなりレベ

ルの高いやつが載っているので読んで頂きたいと思います。学会としては合併前なので、

新編集委員会も含めて企画をうとうかなと考えていたんですが。キーになる論文とかをい

くつか依頼して、それについてディスカッションをするようなのをやりたなと。 

◇ 広報委員会 

松下：会報については年 4 回の発行を続けていまして、次は今月下旬の予定です。Web サ

イトについては、「家庭医療学会 HP に関するアンケート」をメーリングリストでお願いし

て、51 名の方から回答をいただいた結果が別紙に載っています。「強化すべきコンテンツ」
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として、「会員向けの家庭医療に関する内容をもっと充実させてほしい」という意見がかな

り多かったかなということです。あと個別の「自由記載」という別紙も読んでいただきた

いのですが、非常に示唆に富むコメントがあるので、もう少しホームページの内容、やり

方を改善していこうかなという予定にしています。もう 1 点。市民向けのホームページと

いうのが、昨年度からスタートしている企画なんですが。今は停止している状態なので、

前回集まっていただいた 4 名の方が委員として委員会があるのですが、それをもう 1 回委

員として委嘱しなおして、前に進めてもらおうと、三瀬先生とお話しています。大体枠組

みが出来上がっているところなので、ある程度の形のものを次回の理事会でお見せできれ

ばと思っています。あとは、患者一般向け出版物として、前回の理事会でご報告したプリ

メド社から「医者からもらった薬を整理しませんか（仮題）」。若手の先生方から、患者さ

ん向けに興味をひくタイトルで一般向けの出版物ということで、企画を作っているんです

が、まだ動き始めたところです。来年中に、できたら出版したいなという勢いです。あと、

広報委員会として、もう少し戦略的に広報活動を前に進めていくこともしたいなと話し合

っております。特に来年度の専門医試験とか、来年 3 月に正式なプログラムの修了者が出

たり、とか。そういう節目の段階でメジャーに対するアピールというか、どういうふうに

して新しい家庭医というものを売り出していくか、戦略的に練っていこうかということで。

若手の広報委員と一緒にプロジェクトというか枠組みを作って動こうかということを話し

合っているところです。これも次回の理事会でメンバーややり方を提案できたらと思って

います。 

竹村：編集委員会と広報委員会に対してご質問等ございますか。 

大橋：ホームページの件ですが。このあいだ、夏期セミナーの時に、初期研修の先生から、

後期研修プログラムの掲載内容について改善をしたほしいというようなご意見を個人的に

いただきまして。「こんな案があるんですが、どうでしょうか」と僕に個人メールでいただ

きました。かなり複雑で、難しい内容が多いのです。後期研修委員会の方へ、これは研修

の問題かなと思って、流したんですが。今ホームページで話題になっているんで、ぜひそ

れを広報委員会かもしくはプログラム責任者の会で一度お諮りいただけたらと思います。

松下：かなり細かい項目について、全てのプログラムが同じ記載をして比較できるように

してほしいとかですね。 

大橋：いま現状としては。改善としては、現在いるプログラムの研修医の数を提示すると

か。その他にも、様々な点について改善してほしいと。給与について、条件面も含めてと

か。それを全部反映するのは難しいんですけれど。また、彼個人の意見だということもあ

るのですが。そういう要望に、学会としてここまでやって、改善しましたっていうのが。

ひとつ検討していただけたらと。 
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松下：じゃあ、ホームページの方で検討していいですか。 

大橋：内容的には、プログラム責任者の会で「それは」っていう意見があるかもしれませ

んので。どうしたらいいのか、ちょっと。 

松下：一度内容を確認させてください。 

◇ 生涯教育委員会 

伴：生涯教育委員会の活動は、生涯教育ワークショップと、今年度から始めたサテライト

のワークショップ。それから出版活動のサポートという形になります。まず、生涯教育ワ

ークショップの雨森先生から今年度の現状と来年度の予定をご報告していただきます。 

雨森：お金の方がそうなっているとはつゆ知らず、今年は去年のだいたい 1.5 倍くらいに拡

大してしまいまして。一応、昨年は参加者が 270 人、今年は 400 人。一応、総会並という

ことで許していただけたら。赤字にはならないようにはやっているんですけど。来年は京

都で総会がありますので、会場をどうしようかなと。今日アンケートをとっておりますの

で、それを見た上でですが。昨日の委員会の中では、合併に向けてプライマリケア学会の

生涯教育委員に一人くらい入ってもらって、拡大の委員会というのを作って内容なども考

えようかと。会場としては、このままここで、というのが一番やりやすいので。 

前野：キャパシティとしては、今年は申し込めなかった人というのは結構いるのですか。 

雨森：いえ、大丈夫です。期日までに申し込んでいただければ。 

前野：もし来年度、さらに人が増えるようだと、この会場では収まらないのかなと思って。 

雨森：今の人数の決め方として。初日は一番上の会場で講演をしているんですが、その会

場に申し込みの人が今年は 350 人までということで申し込みをしたんですね。去年は全部

机付きでやったんですよ。今年は半分が机付きで。来年もし机なしでやったら 500 人くら

いは入れます。ワークショップの方も今年はかなり数を増やしたので、希望の多いところ

は早く埋まってしまいますが、割とうまく分かれましたので、後からでも、希望には添え

ないかもしれませんが、入ってもらうことは可能です。あとはお金のほうの問題だけです。 

伴：サテライトワークショップの方は、一瀬先生がご尽力くださいまして。広島でやった

んですが、溝岡先生が協力していただいて、予定人数とほぼ同じ人数で。収支としては、

参加費、未払金とを合わせると、マイナス 2 万円程度。未払金は 22000 円です。ただ、演

者の一人が家庭の都合でキャンセルになって、一人の講師が 2 コマを臨機応変にやっても

らえました。だけど、この人には 1 回分しか払ってなくて、2 回分をお支払いしようとこの

場で諮ろうと思っていたのですが。どうでしょう。 

山田：それはいいんじゃないですか。 

伴：それでは、事務局と相談して 2 回分をお支払いさせていただきます。それで、一瀬先

生にサテライトの手順書というものを作ってもらって、このワークショップの人気プログ
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ラムを出来るだけ委嘱して用いて、地域で参加できなかった人に。出来れば来年度、もう 1

ヶ所、希望としては数カ所できればいいんですけれど、収支が均衡したところで出来そう

なところで。名古屋でやってはどうかといわれましたので、それを検討してみようかなと。

ですから、ここの人気プログラムと講師の交通費なども考えて、演者を選択して。前回は

7500 円の参加費で 3 つのセッションに出るという形で企画され、特に広島の医師会の非会

員が半分ぐらい出て頂きました。そういう意味では、家庭医療学会の弱点である、地元の

医師会関連の先生がたとのリンクが弱いということに対しても貢献出来るのではないかと

いう話で企画しています。あと、この生涯教育ワークショップは─、いま生涯教育委員が 7

人いまして、それに若手を中心にした協力委員が 6 人いて、それでやっているのですが、

今期もまた協力委員を学会から公募して参加していただきたいと考えております。今日の

ワークショップでのアナウンスと ML で 11 月末まで募集します。出版活動に関しましては、

『SCENE』の増補版というものを生涯教育委員会と分担して作成しました。特に後ろの「ト

ピックファイル」というところは up date しました。ある程度需要があるということなので。

引き続き要望があればお応えできるのではないかと思います。昨日は時間切れで、それ以

上の出版活動をどうするかということは、十分ディスカッション出来なかったので、メー

リングリスト上でディスカッションを継続しようということです。 

◇ 研究委員会 

大西：学会賞と課題研究の 2 つが大きなことだと思いますが、実際には若手を育てるとい

う意味ではワーキンググループの話もあって、その報告も合わせてさせていただきたいと

思います。この臨床研究初学者ワーキンググループでやっていたワークショップというの

は、今年度は予算計上されていなかったけれども、後で追加されたということで、4 回のワ

ークショップを無事に終了しています。支出、収入ともに 28 万円ということで、一応その

中で完結している形だと聞いています。ただ、このワーキンググループというものの位置

づけが非常にあいまいなものになっていて。今のところ、国立がんセンターの三原先生が

委員であると。そういうふうにしないと、彼女が公的な機関にいて、出て来られないとい

う理由でワーキンググループ化したという背景は聞いております。実質的にそのワークシ

ョップの参加者であった喜瀬先生とか斎藤先生が運営にかかわっていたりしたこともあっ

て。ただ、彼らも委員として任命されたかどうか、よく分からないと言っていました。そ

のあたり、位置づけがはっきりしなかったので。私の案としては、ワーキンググループと

しては解散として、委員会の運営やワークショップの運営も合わせてやるような人は、む

しろ委員に加えてメンバーを何人か増やす考えでやっていくのが良いかと思います。 

2009 年度についても、同じようにワークショップが継続できればしたいと思っております。 

竹村：臨床研究初学者のためのワーキンググループについてはいかがですか。ワークショ
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ップの参加者は何人くらいですか。非常に少ないとお聞きしたんですが。 

前野：登録は 16 人で、全 4 回の 後まで走り抜けるのは半分ぐらいですね。講師は三原先

生と僕と岡田先生、、山本先生、あとは若林先生、松村先生、渡辺先生とか。ただ講師も全

回都合がつくわけでありません。 

山本：基本的には手弁当の会で、実費だけは出すけれど、一切報酬はなしでやっていたん

です。前は余裕があるって話だったのと、いろいろと形にした方がいいだろうということ

で、10 万円ほどの補助を申請したけれど。実際は彼らが自発的にお金を集めて、そのお金

で講師の交通費なんかを払ったので、実質収支ゼロとなったのです。予算的には影響はし

ないと思うんですが、 

前野：ですから会場費なんかはすべてタダなので、かかったお金は講師の交通費なんです。

三原先生が京都から東京に転勤になったことと、山本先生のご都合がつかなかったので、

ほとんどトントンでいけたということになりました。 

竹村：これ、どうしましょう。 

山田：学会の中にあって、共通の活動があるのはとってもいいことだと思いますが、これ

を全体の組織の中でどう位置づけるかというと。あまり制約しちゃうとなんとなく自主性

が活かされないような気がするんです。収支運営に影響しているわけではないので、活発

にやってほしいと思う反面、何かのポジションというか、お墨付きがなければ出てきにく

いということであれば、何か工夫が必要かなと。その中間の意味でワーキンググループと

いうのは使いやすいというか、一方ではあいまいなままであった方がという感じもあった

んですけれどね。だから、整理した方がいいのであればしますし、内容を僕も十分理解し

てなかったもので、あやふやな答えになってしまいました。どうすれば、いま参加されて

いる人がハッピーなのか聞かせてもらえれば。 

前野：結局、いま参加者が次に事務局でかかわり、もう 1 回学ぶみたいないい流れが出来

つつあるのですが。大西先生が言われるように、その人も委員に加えて、そういう形でオ

ーソライズすれば可能なんじゃないかなと思います。ワーキンググループでなければいけ

ないという理由はないんじゃないかなと思います。 

大西：喜瀬先生からのメールだと、自分は一参加者のつもりだったのに、なんとなく運営

面にかかわって。だとすれば、委員とかの名前がくっついていれば対外的にもやりやすい

んだけれども、そうでもなくて、なんとなく中途半端だったということでした。 

山田：じゃあ、研究委員会の中に含めればいいということですね。 

竹村：研究委員会の中に含めるということでよろしいですか。 

前野：各委員会が委員を入れるのに、理事会の承認は必要なんですか。 

竹村：一応、指定はあります。 
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前野：そうすると、ワーキンググループから委員会になった時、研究委員会に三原先生と

かに入っていただくということは、もちろん必要になってくるということですね。 

竹村：ML での合意でも。 

山本：まず会員である必要はいらないですか。 

山田：学会員であることは必要でしょう。ただ、倫理委員会の場合は、むしろ外部委員を

置くという性質だから、他の委員会とは意味合いが違うと思います。本来、学会活動のた

めに活発にやっていただくというのであれば学会員である必要があると思います。 

○○：学会員であることをすすめますって言えば多分、講師代も出していないのに、さら

に学会費まで払わされるのかと。 

前野：だから、運営に責任を持つ委員と、実際に指導してくれる人とは違うので。 

大西：講師を全員入れるというわけではないですね。 

山田：委員会に委員としてご推挙いただく場合は、学会員であるということをおすすめい

ただきたい。 

竹村：では、そういうことでよろしくお願いします。 

◇ 倫理委員会 

前野：倫理委員会は、突然委員長を失いまして、本当に西村先生とどうしようかといいな

がら進めてきました。でしかし、実際に依頼はきておりますので、当面の対応として僕と

西村先生が交互に取りまとめ役を担当して、申請があったら外部委員と我々4 人で意見を出

してもらい、それを交互で取りまとめて申請する形でつないでいます。申請は 9 月から 4

件が来ています。 

大西：先日、東京大学の医学部で倫理委員会というか、そこが主催しているセミナーがあ

って、我々は 2 年に 1 回それを受けなきゃいけないんですが。臨床研究に関してはすごく

ルールが厳しくなっていて、登録などのシステムを通ななくてはいけなくなっているんで

す。そういうのもある程度発信していく、雑誌とかを通じてですね、というのも必要なの

かなと。でないと結局、現場で勉強するんだというのを頭打ちにしたくはないんですけど、

そういうルールがあるんだっていうことを知らないままになりがちだと思うんですね。 

◇ 後期研修（認定）委員会 

竹村：まず、来年の家庭医療専門医認定試験なんですが、来年の 7 月 19 日と 20 日の 2 日

間にわたりまして、3 学会合同で、東京慈恵医科大学で行うということが決まっております。

これに向けて、前回の理事会でご要望のありました試験に関する要綱および申請書類やポ

ートフォリオの様式等も作ってまいりました。それは後ほどの議題に入っておりますので、

皆様のご指導をいただきたいと思います。あと、3 学会合同認定制度検討委員会というもの

がございまして、基本的には 3 学会の専門医認定制度をどうするかというようなこと、例
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えばプログラムのこと、専門医の試験をどうするかという議論をして案を作成し、3 学会合

同会議という親会議の方にあげて、そこで揉んでいただいたあと、各学会に下ろして議論

していただいて、それをもとに 3 学会合同会議の方に戻して、 終的に決定するという流

れになっております。現在のところ、3 学会合同認定制度検討委員会では要綱を作っており

ます。その要綱に関しては、基本的にはプログラム認定に関しては家庭医療学会のプログ

ラム認定にほぼ則った形で、原則としてこれでいかせていただくということが決定してお

ります。あと試験に関してはプライマリケア医の認定と全く同様に行われるだろうと考え

ております。ただその中で、ポートフォリオという位置づけで事例報告をするかどうかと

いうことは今後の話し合いによって決まるのかなという感じです。あと、細則に関して。

要綱があって、それに付随して細則がたくさんあります。細則に関しては、様々な事項を

各学会で分担していろいろな作業をしていただいて、今月末の会議で、ひとつひとつ検証

しようということになっております。家庭医療学会マターに関してはプログラム認定のこ

と、研修医の認定に関すること、プログラム責任者の会に関すること等を作らせていただ

いております。さきほどの流れに従いまして 3 学会合同会議の方で揉んだものを、またこ

ちらへ持ち帰って議論していただくことになりますので、その際はよろしくお願いします。

続いてプログラム責任者の会についてですが、こちらは出来る限りプログラム責任者の会

の自立性を高めていこうということで、この前、お示ししましたプログラム責任者の会の

規定に従いまして、基本的には各ブロックの責任者を選出していただき、その中で互選に

よりプログラム責任者の会代表を決めるということになっております。今日、プログラム

責任者の会代表として選ばれました高木先生が、理事会に参加されておられますので、ひ

とことお願いします。 

高木：プログラム責任者の会代表になりました高木です。10 月 25 日の指導医の養成のワー

クショップの前に時間をとって、代表者の会を行いました。規約の確認と各ブロックに別

れて交流等も行いましたけれども。結構、ブロックも「北海道・東北」とか「九州・沖縄」

とか広範囲なブロックもあって、ブロック内の交流はなかなかしづらいところもあるので、

ブロックの中での活動はどうしていくのかは課題かなと思っています。一応、近畿の方で

は来年の 3 月に後期研修医のポートフォリオ発表会をしようということで。後期研修医が

どういう学びをしているのかということを共有しながら、そこから指導医とかプログラム

をどうするのかということもフィードバックもかけていこうということを考えています。

ブロック内での交流とか発表の場を考えていくと、費用的なこともあって、プログラム登

録料を払っているので、還元が必要なのではないかという声も出ておりました。ブロック

の活動が活発になって、現場のところで後期研修医の活動が初期研修医や学生に近場で見

えるような形になっていくと、会員も増えて、会費も増えていいかなと思いますので。今
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後、学会が合同になるとどうなるかという問題もありますが、プログラムやブロックに対

する援助も考えていただいた方がいいかなと思います。メーリングリストもまだ十分に動

いていませんが、これからそういうものも活用しながら、ブロックとか全国的な交流もし

つつ。後期研修のプログラムのところがうまく動いていかないと、これからの若手が育っ

ていかないですし、学生や初期研修医に対しても見えてこないと、先が大きくなっていき

ませんので、これを大事にしていきたいなと思っています。規約の中では副責任者を 2 名

決められることになっていますが、まだ決めていません。今後、活動に応じて考えていこ

うかなと思っているところです。 

竹村：先ほど、登録料に関してですが。今までの理事会の話の中で、別会計とするという

ことですので、基本的にはプログラム責任者の会の開催のためにすべて使われております。

それも結構バカにならないお金になっていて、それで終っちゃうかなという感じがします。

FD の方はまた別会計で学会関係になっておりますので。今後、各ブロックの行事の会場費

とかについても、本来ならば、すべて登録料からお出しできればいいんですが。現在、要

求の上がっております近畿だけでなく他のブロックも、ということになると困難なことに

なると思いますので、その都度、話し合いという形ですすめさせていただきたいなと思っ

ております。 

伴：先ほど、専門医の要綱が配られたんですが。来年第 1 回が行われるんですね。それで、

対象の人が何人くらいいるのかということと、審査の 3 ヵ月前までに公示されるのかとい

うことです。うちにも該当者がいるので。どういうふうな形で、いつ頃公示されるのかで

すね。それから、生涯教育要件というのは決めてないんでしたっけ。 

竹村：公示に関しては、前回の理事会で来年の場所や時期も決まっておりますし、ポート

フォリオもすることが決まっておりましたので、プログラム責任者の会のメーリングリス

トで、その内容はお伝えしたのと、ホームページ上で公示されております。来年の場所と

時期、試験内容については、それぞれ具体化されるたびに、すぐにお伝えする形になって

おります。さらに会報にも掲載されますので、すべての会員に向けてその内容等はお知ら

せすることになっております。 

伴：申請書とかは、もうここにある通りで決定ということですか。 

竹村：いえ、これは後ほどの審議事項なんですが、一応作らせていただいたものです。実

際にどんなポートフォリオが使用されるかという質問も多少出ていて、時期も迫っていて、

何を書けばいいのかとかなりあせっていらっしゃる方もおられるので、今日の理事会で皆

様のご意見をいただき次第、アップさせていただいて、各プログラム責任者の方にお渡し

しようと思っております。あと、生涯教育に関しては、更新の話になると思うので、3 学会

が合併した以降の話になるかとは思います。3 学会合同認定制度検討委員会のなかで、細則
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を作っていただいておりますので、それが出しだい、どのような形で何時間という話が具

体化できるかなと思っております。もちろん既存の生涯教育活動を使うしかないので、こ

のような会議も当然入ると思います。 

（休憩） 

◇ FD 委員会 

草場：FD 委員会は 10 月に第 2 回のワークショップを開催しました。参加者は 50 名程度で、

予想よりも少し少ない感じでしたが、概ね問題もなく終了しました。会場費は抑え気味で

開催できまして、第 3 回目の方も会場費は大西先生にご協力いただいて、抑えられるかな

と思っております。内容的には、今まで指導医養成のワークショップということでやって

きた中で、どういう形がいいのかということを参加者の皆さんのニーズを把握するという

ことを目的にしまして、7 つのグループに分けて話し合いをもちました。グループも、プロ

グラム責任者の方と診療所の指導医の方とか病棟で指導にあたる方とかに分けてニーズを

調査しましたら、やはり立場で求めるものは結構違っているということが見えてきました。

それまでは、分けずにやっていたのですが、対象者をある程度明確にしてから指導医養成

をやっていかないと的外れになるという印象がありました。あとはニーズが見えてきまし

たので、そのニーズを満たすためのプログラムというかワークショップで果たしていいの

かを少し分析していって、具体的には、継続的にずっと関わっていただけるようなプログ

ラム的なものにしていけたらと。そういったことを含めて 1 から考え直そうかなと思って

います。ただ今年度はもう 1 回ワークショップをやるということで。事業として組み込ま

れていることもありますので、来年の 2 月に東京大学の方を使わせていただいて、第 3 回

の指導医養成のワークショップを開催することは決定しています。来年度は回数やワーク

ショップをするのかどうかということも含めて、今検討して具体的な話にしていきたいな

と思っています。 

◇ 若手家庭医部会 

松井：私は冬期セミナー担当の松井と申します。今年の冬期セミナーは、「セミナーの 2 日

間で学びをサポートしてその後の研修プログラムの発展に貢献する」というところをゴー

ルにしました。研修プログラムが増えてきて、1 人 1 プログラムの研修医の先生も増えてき

ているので、若手家庭医部会の一番のビジョンである「学びのサポート」というところを

意識しています。その中で、コルグのラーニングサイクルについて概念と実践を学んだり、

若手家庭医同士のコミュニティ形成を作って年間を通して、そのコミュニティで学べるよ

うなきっかけを作る。あとは今お話があったように、そういう後期研修医のためにも家庭

医のコアを学んだり、未来ビジョンの形成を行うというところを一番のゴールにしており

ます。例年と変えて、コンセプトとして出したのは、学会認定プログラム後期研修医が 200
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名いますので、定員が 100 名の中で大多数の参加者が研修医であったらいいなといったと

ころで、主な対象として内容を作りました。そういう意味で成人学習理論とかコルグのラ

ーニングサイクルを意識して全体のワークショップと選択のワークショップを作っており

ます。セミナーの 2 日間だけで終ってしまうのがもったいないので、僕たちは来年と再来

年を担当しますので、来年のセミナーが再来年のセミナーにつながるように、研修の現場

というものと冬期セミナーでの学びというものをうまくリンクさせていきたいなと思って

います。今までコミュニティは地域別にやったのですが、続いているところは東海くらい

しかなくて、やはり同じテーマだとか課題とか興味でチームを作って年間を通した学びに

なるといいなというところを考えています。開催概要としては 2009 年 2 月 14 日と 15 日、

大西先生のご協力で東京大学で開催させていただいて、例年と同じ規模の 100 人とさせて

いただいております。協議事項としては 1 点、講師の謝礼です。去年は非学会員のみ謝礼

を払っていて、学会員は交通費のみを出していた。しかも交通費を出しておきながら、参

加費・懇親会費を取っていたというところで、非常に手弁当に近い状態で来ていただいて

いて。これだけのクオリティと協力をいただいておきながら、申し訳ないなという気持ち

になりまして。今年は会場費が抑えられた分、講師の方に謝礼・交通費と、参加費・懇親

会費の無料化を検討しております。詳しくは資料の 2 枚目以降の開催概要をご覧ください。 

この開催概要でちょっと目を通していただきたいのは、「はじめに」です。プログラム責任

者の会が出来たということを今お聞きしたので、ぜひそこから研修医への出席の呼びかけ

をやっていただきたいなと。去年の理事会の議事録にもそういった内容が載っておりまし

たので、今年もぜひお願いしたいなと思っています。募集開始は 12 月の上旬を見込んでお

りますので、そこに間に合うような形で各プログラム責任者の方にアナウンスしていただ

ければ、うれしいなと思っています。あとはお話ししたビジョン、ミッション、選択ワー

クショップの内容になっておりまして、理事の先生がたにも多数ご協力いただいておりま

すので、この場を借りて感謝を申し上げます。 

大西：今までの形から大きく方針を変更すると、またそれはそれで問題だと思ったんです

が。会の参加費が無料になるというのはお願いしたいです。懇親会、これはどっちでもい

い。講師料は、非会員には払っても、そうでなければ、今まで払ってないのであれば会員

の講師についてはなしでいいんじゃないかという感じがしますけれどね。 

竹村：理事だったら交通費は要らないですね。この時、理事会があるので。 

前野：参考までに。夏期セミナーは、講師が何人来ようが交通費・宿泊費を徴収しつつ、1

セッション 2 万円という予算でやっています。冬期セミナ―で交通費と謝礼を全部入れる

と、バランス的にどうかなという気持ちがします。交通費はいいけれど、謝礼となるとち

ょっと違ってくるような気がします。 



25 
 

大西：学会ってやっぱり、何か活動をするうえでは、そこに出ることが名誉であったり、

業績になったりするわけで。そこに謝礼がつくってことは、かなり意味付けが変りますよ

ね。ちょっと違和感が。 

竹村：一応、これに関しては、すべての教育集会は学会の事業という位置づけなので、謝

礼・交通費等については規律が作ってあってあります。数年前におはかりしたときには、

この規則は原則でいこうと。ただし各教育集会の方針でそれをモデファイできるという結

論となりました。従って、出来るだけその規則に添っていただく方がいいのかなという気

がします。 

大西：また台所事情が苦しくなったので、会場費がタダのところをという流れで、僕はと

らえたので。それであれば、余剰がでたら余剰が出たでいいかなと考えたのです。 

松井：参加費はフリーにして、謝礼はなしというところで。 

山本：僕はあった方がいいと思います。責任を伴ってやるということもあるし。あと、た

とえば別のことで 10 万円とか貰っているところがあって、こちらが全くなしでいくよりも。

だから、貰いたくない人は「いりません」というようにして。出せるのであれば、出して

いただいた方がいいのかなという気がするんですがね。 

松井：今回、予算を組むときに、このあたりの内容をつめておかないと、運営が出来ない

し、参加費の決定にならないので。やるなら一律でやっていただいた方が予算が立てやす

いかなと思っています。毎年ないというのは知っていたんですけれど。今後プログラムが

しっかり安定していって、こういう若手のために家庭医の深い学びのところでサポートい

ただく冬期セミナーが継続したものになっていくためには、ある程度の形を今のあいだに

作っておく必要があるのかなと思っていて。その中で、謝礼というものがないままで、合

併後も維持できるのかなというところに懸念があったので。 

山本：頼むときも、頼みやすいと思うんですよね。たとえば、1 万円でお願いしますという

のと、薄謝ですが 5000 円でお願いしますというのと、謝礼はないんですがと頼むのと。結

局「いいよ、いらない」という人たちだけが●いて、交通費があまりかからない人たちが

集まってきて取りあえず●。僕自身が考えたときに、2 つ言われたときに「すみません。今

回、家庭は遠慮させてください」って言うと思います。 

前野：逆もあるじゃないかと思います。夏期セミナーなんかは、講師を 3 人、4 人つれて来

てワイワイやってるんですね。なので、もしこれを若手主体でやっていく場合、逆に予算

の制限があるから呼べないっていうことも発生してきます。あとは、今回これを見ると藤

沼先生が 2 つ 3 つとやられるのは講師料も 2 つ 3 つ分なのかっていう問題もあるし。確か

にお金を払った方が呼べる部分と、払って制限される部分とがあると思います。 

伴：やはり、どういう活動なのかという意味付けだと思います。たとえば学会のシンポジ
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ストになるのに謝礼を貰う人は誰もいないと思います。この夏期セミナーの意味付けも学

会活動なんだというと、謝礼が発生するのは違和感が。もう 1 つ、交通費も出ないという

のは講師を頼まれる人にとっては負担になって、遠くから来る人には頼めないでしょうね。

いわゆる、どこかから講演を頼まれて発生する謝礼と、もし学会の活動だとすると、区切

り目が違うと認識しなくてはいけないでしょうね。 

松井：合併後の方針をどうするかということについてはいかがでしょう。他の学会はどう

なっているのでしょうか。 

●●：プライマリケア学会では交通費は出ます。でも、少なくとも足が出る形は抵抗があ

るので。 

松井：では、交通費をお支払して、去年はとっていた参加費を取らずに。謝礼はなしとい

うことで予算を組んで、参加費の決定をしたいと思います。 

藤沼：感謝状はあればいいな。 

松井：先ほど大西先生のおっしゃったアカデミックな名誉というところで、若手からの感

謝状を出したいと思います。 

竹村：懇親会費とか出してあげて絶対に講師は全員出ることってしたら。絶対出なきゃい

けませんって。 

松井：たしかに懇親会費はもってもいいなと話し合いは先日もやっていたので。 

竹村：そういうところでの会話って非常に大切な気がします。 

松井：ありがとうございます。 

山田：冬期セミナーの時に理事会を開催しますので、理事の先生がたには理事会の旅費と

して出るので。理事会をうまく活用してもらうと。 

松井：開催後に報告をさせていただきます。 

◇ 学生研修医部会 

小林：まず 20 回の方はまだ会計が出せていませんが、だいたい予算の執行通りでいけそう

です。21 回の方は、まだ 終的に決まらないところがありますが、会場は群馬県のホテル

磯辺ガーデン 舌切雀のお宿で、8 月 7 日（金）～9 日（日）に決まりました。開始が 1 時

ぐらいで。終わりを検討中で、せっかく金土日とやっていて、研修医の先生もいっぱいこ

られて勉強になるので、日曜日の夕方まで使えたら使ったらいいんじゃないかと。ただ、

その案でやると延長料金が発生して、そのへんをどうかということで検討しまして。今回

は金曜日に始まりますので、研修医は多分金曜日と土曜日の午前に来られる人は少ないだ

ろうということで、研修医の先生も土曜日の午後から日曜日の午前午後と充実した内容で、

発展形でいま考えています。おかげさまで今回は公募したら、かなりの数が集まって削ら

なきゃいけないくらい集まりました。それを選んで学生にも研修医にもある程度ニーズが
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満たせるように発展する形で出来るように、この会場をお借りしていま話をしています。 

あと、プログラム紹介を例年 5000 円とっていますが、これも赤字がでないように努力して

います。学会の補助なしでは出来ないところなので、そこのところは目をつぶっていただ

いて、若い人を育てる会の伝統を守りたいなと考えています。若手研修医部会から学生研

修医部会とタイアップして何かいろいろ出来ないかと提案がありました。1 つは委員に加わ

ってもらって、一緒に運営にかかわっていただくとか。学生がセミナーとして来ると研修

医が後期研修医を選ぶための一大機会なんですね。そういう側面があるので、タイアップ

してうまく流れが行くように、お互いに相談していった方がいいかなと思っています。 

松井：さっきの中での確認なんですが。どなたが各プログラム責任者の方に冬期セミナー

への参加を流してもらえるかということを決めておきたいのですが。 

竹村：それはプログラム責任者の会のメーリングリストがあるので、事務局に依頼文を出

していただくと、すべてのプログラム責任者にいきます。 

山本：理事会は夏期セミナー3 日間のどこかにつくんですよね。 

小林：夏期セミナーでの理事会は、土曜日の夜に一応。例年通り、日曜日の朝がよければ

それで。 

 

4．ワーキンググループ報告 

◇ 患者教育パンフレット作成ワーキンググループ 

松下：今日は坂本先生が来られないので代理ですが。現在メーリングリスト上で議論をし

て 5 つほど形が出来上がってきています。それを、一度公開して議論するか、もう少しね

って公開するかという段階です。今年度の予算を 130 万円とらせていただいて、予定して

いた企画が今年度中に消化出来るかというとちょっと厳しいような、ややゆるやかな進行

になっています。ただ現状では来年に持ち越すわけにもいかないかなということで、ハッ

パをかけようかなというところです。この事業としては一応学会の 1 つの大きな取り組み

として完成形まではこぎ着けたいなと思っていまして。今年度末までにある程度 1 つの形

にして、それを見て頂いた上で来年度はどうかということにしたいなと思っています。現

実にはぽつぽつというところで動いているという現状です。 

竹村：朝倉先生、先ほど若手家庭医部会の方から冬期セミナーのお話はしていただいたん

ですが、他に何かありますか。 

朝倉：いえ、今回の議題はそれだけです。 

 

5．3 学会の合同について 

山田：3 学会合同に関しては、一応隔月ぐらいで代表理事等が集まって審議を続けています。
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いま大きな課題は、合同認定についてで、先ほど竹村先生からお話があったところです。 

それから公益法人として登録するための定款作成についても進めているところで、前回の

会議（10 月）では定款のひな形が提示されました。まだ法人の名称が決まっていないこと

と、この法人の活動目的が明確に記載されていないということで、そこを埋めなきゃいけ

ないということで、それに関する作業を進めているところです。当学会からは松下先生、

総合診療医学会からは伴先生も出られているので、定款については合同委員会という形で

すすめてもらって執行部と一緒になってすすめているところです。もう一つ、学会誌につ

いて合同で作業を進めてほしいということがございましたので、これについては藤沼先生

と長先生に委員になっていただいて、3 学会から集まっていただいてすすめていくことにな

っています。それはまだ、予定ははっきりとしていないところです。ということで、3 学会

では足並みを揃えて平成 22 年 4 月を目処にして作業をすすめているということで、今まで

となんら方針の変更はありません。それと非常に密接に関係することで、医師会との協議

ですとか、厚生労働省とのかかわりとかがありますが。日本医師会との合同協議の方では、

総合診療医の認定に関するカリキュラム案というのが作成されて。2 週間ほど前に医師会館

で会合があって、日本医師会の方からお話があって、総合医の認定に関しては日本医師会

で総意を得る調整をしているという段階です。都道府県によって足並みが揃わないところ

があって、今の執行部は頭を悩ませているという感じです。ただ、今の総合診療医認定あ

るいは更新について、生涯学習のツールとして、3 学会で作ったカリキュラム案というもの

を使うということに関しては同意をされているということですが。この間そのカリキュラ

ム案について議論をするということで、時間をとってもらったんですが、基本的には医師

会はどうするつもりだということに終始して、担当されていた理事の方々のご意見をうか

がうということで終ってしまました。まあ、医師会側からは更新というか生涯学習のツー

ルとしては使いたいという話はあったんですけれど、参加している 3 学会の方はそんな話

し合いに参加しているんじゃない、と。新しく今後の総合医や家庭医など一次医療を担う

人の役割だとか、今後の認定制度というのを医師会がどう考えているのかということの協

議をすすめていきたい。総合診療医という枠組みの医師をどういうふうに医師会で位置づ

けていくのかということなど、そういうことの協議をぜひしてほしいとお話ししたんです

が。今の医師会の方向性としてはちょっと難しいところかなと。執行部の方は十分にその

方向については理解されているんですが、都道府県医師会において執行部となかなか相容

れないところからは非難の種になっていると。あと、総合医に関して医学部長あるいは学

会長あてに、その内容について送付し意見を集約しましたけれど、医学部長会議からは総

意としては賛成の意見があまり見られないと。総じてこのままやることに関して賛成しか

ねるというような反応が強かったのが残念なところですね。それから、各学会も非常に好



29 
 

意的に、耳鼻科学会とか皮膚科学会だとかカリキュラムを作成するうえで非常に建設的な

意見をたくさん出してきてくれた学会と、脳神経科学会のように頭ごなしに、こんなこと

は誰でもやっていることで学生教育となんら変らないんじゃないかというような意味合い

の、総合医に対する無理解というか、そういったことを露呈しているようなところもあり

ました。学会の総意なのかよく分からないのですが、そういう学会もありました。医学部

長会議の方は医学部長会議として総意で書かれたものであるらしいのですが、多分に恣意

的な発言が入って、やっぱりお医者さんの中にも総合医や家庭医に関する無理解というか、

摩擦というものが拭えない状態だなと感じた次第です。あと厚労省では「安心と希望の医

療確保に関する具体化ビジョン」検討委員会というのがあって、その下の委員会に土屋班

と称して「医療における安心・希望確保のための専門医・家庭医（医師後期臨床研修制度）

のあり方に関する研究会」というのがあって、本日資料の一番 後に葛西先生のご報告に

なったものがあるのですが、葛西先生もその報告の班員の一人になっておられてその協議

に入っておられます。12 月 5 日に次回の班会議が開催されるということで、3 学会の会長

が呼ばれて意見を述べてくることになっております。医師会が若干の低調な感じではある

んですが、厚労省の方がむしろ家庭医への要望が、こういったところで出てきたりしてい

ます。こちらの研究班の方はむしろ学会を代表する立場や医師会を代表する立場の人を入

れてない、舛添厚労大臣の意図でやっているんですけれど。これはまあ、こういったこと

で進められているというご報告です。総合医を全体的に国のシステムの中で協議するには、

やっぱり雑音が多くなってしまってですね、本来の家庭医、総合医の将来を見据えた議論

がなかなかすすみにくいというのが、ちょっと残念なところになっています。ただ合併の

方向性については 3 学会ともに変りませんので、こういう状況であるからこそ 3 学会が一

緒になって社会に対してアピールしていこうということについては全く変更はありません。 

山本：プライマリケア学会は中央と支部が別なんですよね。だから支部の会員だけど、プ

ライマリケア学会の会員ではない人もいれば、逆の人もいるんですよね。3 学会合同の場で

そこはどういうふうにするという話はまだ出ていないですか。 

山田：支部組織っていうのは当然必要だと思うんですけど。公益法人の中ではあまり、医

師会は別になるようですけれど、代議員制度だとか、議決する途中の代議員だとか評議員

は本来認めていないんですね。理事と会員だけなので。一応基本的には本部を中心にまと

めていこうとなっている。ただ、今後医師会との協調もあるので、非常に支部の活動がキ

ーになるところなので。先ほどプログラム責任者の会のブロック割りをしましたけれど、

あれとプライマリケア学会のブロック割りと、あと日本医師会のブロック割りがそれぞれ

微妙に違うんですね。だから、そこらへんは調整してブロックを統一していこうという話

題にはなりました。が、まだ進んでいないですね。 
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山本：理事とかの選出の仕方が全く独立しているのにも関わらず、そこから代表が選ばれ

るということですよね、北海道ブロックから一人とか。そのへんがちょっと変だなと思う

んだけれど。どうしてこんなことを言ったかというと、さっきの総合医や専門医の話をし

た時に、プライマリケア学会でもって推進するっていってるときに、北海道医療新聞に「プ

ライマリケア学会の会長でかつ道医師会の人が反対」って記事が出てきて「これ、どうい

うことなんだ」って他の先生と怒っていたんですけどね。ちょっとそのへんがネジレにな

っているのかと不思議で。 

山田：新しい学会では理事は直接選挙になります。代議員を選んでから代議員からの選出

ということではないですね。理事が立候補する、家庭医療学会のような形ですね。 

山本： 初、合併したときには、今の 3 学会の人達が集まって理事になるんですか。 

山田：一応、今の定款作成のところで、現行の 3 学会の理事をそのまま移行して、非常に

多い理事の数で始めるということになります。で、早いうちに選挙をして新しい理事を構

成するということになります。 

松下：法人化検討委員会でもそういう方針です。さっきのブロックのことについては、こ

ちら側からの提案として、理事は全国での選挙。ブロックについては都道府県代表委員、

それから都道府県代表委員会という形にして都道府県別に会員 20 名あたり 1 名の割合で選

出した人たちの組織は作るんですが、理事とは別の運営で意見を吸い上げて反映するとい

う仕組みでどうかという提案をしているところです。まだ協議が続いています。 

長：ここで話しても仕様がないかもしれないけれど。政治の流れが影響をあたえてくる可

能性があるのかなと思います。もし政治が変わると、基本的には推進という方向で動くん

じゃないかという今までの流れでやっているんですけれど、実際は政権として具体化して

いくノウハウを持っていないんですよね。 

山本：今の話を具体的にいうと、自民党から民主党に変わるっていうことですか。 

長：そうですね。民主党は推進する立場にあると思うんですね。どういう制度にするかっ

ていう具体的なビジョンはないと思うんですが。3 学会ではそんな話は。 

山田：それは、あんまり話し合われていないですね。政治的なことは話し合われていなく

て。あと先生のご意見で思い出したんですけれど、全国在宅医療推進会議でしたっけ。白

浜先生がここの学会の代表としてかかわってこられたんですが。在宅医療をすすめる人は

非常にスマートにというか、そういったことも意識して、自治体病院協議会の顧問ですと

か、あるいは訪問看護師協会、リハビリ、緩和ケア協議会、そういったさまざまな組織、

それから厚労省の官僚経験者というのも入れて、在宅医療に関する合意をとりつけようと

しています。われわれとしては、在宅医に特化したことに関しては、正直、家庭医療にと

っても、在宅医療というのは根幹の部分なので。他の人たちが参入して在宅医療のパイを
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食いあさっていくということは馴染まないというか。本来、在宅医療が出来る人たちの研

修をあそこで組み立てようとなさっていて、そういうマニュアルも今回提案が出されてい

たんですけれど。うちの会から代表していないのにもかかわらず、誰か会員が作成に当た

っていたり。そういうことに関してはもう 1 回、話し合いがもたれるようだったら、正式

に申し入れをしようと思っていたところです。ですから、そういったこともちょっと意識

しながらやっていかないと、3 学会はかやの外に置かれて。政治的な動きをまったくしない

ということだと、場合によっては、そういうことに長けている人のやっているところと、

ずいぶん差がついてしまっているなあと、この間思ったところです。ただあんまり、そう

ギラギラやり過ぎるのもいかがなものかなという感じで。状況だけ聞いてきました。 

山本：葛西先生の話を聞いていると自民党の方に取り込まれている形ですよね。でも政権

が変わる可能性もかなり高いわけですから。先生とかが、アクセスして積極的にアプロー

チした方がいいんじゃないですか。 

山田：葛西先生は後期研修の会については、福島医大の教授という立場で参加されていて、

学会を代表する立場ではないので、問題はないと思いますが。今回たまたま 3 学会が呼ば

れるので、僕も同じように発言をしてこようと思っています。そういう意味では、3 学会合

同の動きは政治的に偏らず、中立であって、医師会にも媚びず、厚労省にも媚びず、自民

党にも偏らず、アカデミックな立場で、国民の利益を 大限守るという立場を貫き通せば

いいのかなと。ただあんまり聖人君子みたいなことを言ってると、在宅医療推進会議とか

に大事なところを持って行かれたりしてはいけないので、注意深くつきあっていかなくて

はと思っています。 

 

6．後期研修プログラム三次募集の申請について（平成 21 年度本認定） 

竹村：では続いて、後期研修プログラム 3 次募集の申請についてです。これは去年までと

同じなんですが、変えたのは、申請書に指導医とか、プログラム責任者とか、専門診療科

指導医とか名前をつけるところがあったのですが、人数を変えるたびに申請書を変えるの

が大変になってしまったので、独立させて「家庭医療指導医等申請書」を作らせていただ

きました。なお、前回の理事会でお諮りして通った「家庭医療指導医申請書」については、

指導医およびプログラム責任者は指導医でなければならないので、プログラム責任者に関

してもこれを書いていただくという形にさせていただいきます。2 月の理事会の時に、この

プログラム申請の承認をしなくてはいけないので、3 次募集に関しては 12 月 1 日、月曜日

から翌年 1 月 18 日、日曜日まで受け付けるということにしたいと思っておりますが、いか

がでございましょうか。 

山本：このプログラムが申請されると全部メールで送られてくるんですが、他の委員会が
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責任を持ってやるという形にはなりませんか。 

竹村：これは経緯を申しますと、当初は認定委員会の方でという話もあったのですが、認

定委員会とは別に審査委員会を作り、それは理事会をもってあたるということを決議され

たので、その決定を踏襲して今も理事会の人に送っています。認定委員には分からないよ

うな問題のあるプログラムが申請されて、プログラムとして認定すると、後で問題になる

のではないかという議論がされて、それではいっそのこと、一応理事の皆様の目を通して

チェックしていただこうということになり、審査委員会は全理事をあてるということにな

りました。あと皆様、表立っては来なくても影で出ている意見はあると思いますので、そ

れは十分吸い取っていると思っております。 

山本：それじゃあ、そんなに返事をしなくてもいいですか。絶対にしなくてはいけないと

なると、基準がないと。だんだん忘れてしまって、何が問題なのかっていうことも。時間

が経ってしまって返事が出来ない状態になったりして。 

大西：結局、何か選別するためのノウハウが蓄積される構造になっていないということが

問題ですね。 

前野：プログラムの新規申請から指導医の異動まで、すべて理事会にかけるのかというこ

とも検討する必要があると思います。たとえば、事前に委員会が見た上で整理して、理事

会で意見を募る必要がある場合は委員会で意見を付して「どうですか」という形で整理し

てもらえると大変ありがたいなと思います。 

山本：ここが問題だと言われると分かるけど。全体を見ても分からないし。 

竹村：現状を説明させていただきますと、プログラムにかかわることと、指導医にかかわ

ることは、理事会の決定通りに皆さんにお流ししております。研修医にかかわることは、

私たち認定委員会が見て判断しております。もちろん、プログラムや指導医の認定も含め

てすべてのものに関して 終的には認定委員会の方で見させていただいております。その

上で、 終的に結論を出しておりますので、かなり堅牢なシステムにはなっております。

ただ今までの理事会のご意見の中でも、できるだけ通さないのではなく、問題がなければ

どんどん通すというスタンスでいくとのご意見でしたので。一応そのような方向性を認識

しつつ行っている状態ですね。 

大西：もう 1 つは。場合によっては、利益相反が生じるというか。やっぱりこれを俺が見

るのは、っていうのがありますよね。そういうもののルールっていうのを、ある程度作っ

ておかないと。 

小林：せっかくプログラム責任者の会ができていて。指導のところは見てないといけない

ので。だんだん数が増えて分離していくことを考えると、プログラム責任者の会が取りま

とめていって、いちいち理事会でなくてもいいんじゃないかなと思います。目を通してい



33 
 

るってことが大切なんだと思います。 

前野：決定は理事会がやらなくていけないと思うし。僕は、関東ブロックの担当者ですが、

そういう審査をする枠組みがまだ出来ていないのですね。申請が出たのを、ただ理事会に

流すんじゃなくて、認定委員会やプログラム責任者の会がある程度やりとりをして、少な

くともブロックの代表、あるいは認定委員会の委員が、これなら大丈夫というものを流す

という、ワンステップあいだにはさんでいただくと、いいんじゃないかなと思います。 

竹村：認定委員会、少数の人間が決めてしまってお出しするよりは、逆の流れで、いろい

ろな問題もあったりするようなプログラムが出してきた時に、認定委員会には到底分から

ない問題を見過ごすということにしかねやしないかと思われるので、出来たらまず、チェ

ックを前にやっていただいた方がいいかなとも思います。その上で、こちらの方で議論は

させていただいておりますが。 

前野：これまでの実績で、理事会でチェックされた危ないケースはあったのですか。 

竹村：あるとは言われたんですが、今のところはないと思います。 

前野：立ち上げの時には分からないので、実績をふまえて、これは大丈夫ということなら、

いいと思います。 

竹村：じゃあ、認定委員会に一任という形でもいいということでしょうか。 

前野：一任というか、少なくとも認定委員会を通した後、 終承認だけ理事会にまわすと

か。コメントなどが付いていると、我々としては、認定委員会はいいとしている。基本的

なところはクリアされているという視点で、意見があれば言う、みたいな。そんな形もあ

りうると思います。 

西村：あと、どういう意見が出て、 終的にどうなったのかということが、あまりよく分

からなくて。いつも審査していて、次に審査する時に、自分の中で基準がないんですね。

私たち審査する側が勉強していかなくてはいけないところもあるんで。どういう意見が出

て、どうなったのかということが知りたいと思います。 

山田：出来てきた経緯が、認定委員会というのは、本来認定の枠組みを作っていく活動と、

3 学会合同に向かって今も協議していますが、もう一つは申請してきたものを審査するとい

う活動、そこを重複させるのは不適切ではないかと。だから作業を分けるべきだという話

になったので、一応認定と審査を別にしようということだったと思います。そんな訳で審

査委員会を作ろうということでしたが、この際理事みんなで分業して考えてほしいとい意

見から当面全理事でチェックするようになりました。ただ、おっしゃる通り、現状でそう

いった問題点が起こってきたので、審査の方の枠組みを作った方がいいと思うんですね。

ただ、あと 1 年ちょっとすると、合同でやっていかなきゃいけないんで、審査の枠組みを

どういうふうにするかっていうことは、ちょっと協議をして、合同を意識して作った方が
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良いようにも思います。でも言われるように審査に関して何らかのフィードバックがえき

るシステムを作るべきでしょうね。 

亀谷：むしろ 3 学会が合同する前に、うちがひな形を作るような形で、先を走った方がい

いでしょうね。 

山田：そうですね。そうすると、この学会の意図が反映される審査会になるんでね。作っ

た方がいいでしょうね。 

大西：たとえば 2 年間の初期研修をすぐに入った人と、そうでない人とで、どういう違い

があるのかとか。そういうデータって、今後すごく大事になると思うんですが、そういう

取りまとめも今のままでは進んでいかないと思いますね。 

竹村：審査委員会はいかがいたしますか。認定委員会込みでよろしいですか。それとも別

に作りましょうか。 

山田：別に作るという議論だったけれど、認定委員会の人たちがやってくれれば、それな

りにやってもいいとは思うんだけど。今また審査委員会を組織するのに…組織したほうが

いいのかな、どうでしょう。 

竹村：それでは、認定委員会以外の人から数名の立候補者を得たいと思いますが、それで

よろしいでしょうか。それで審査委員会を結成していただいて、審査の方をしていただく

と。ここで、どなたかいらっしゃいますか。 

山田：そうですね。これでたとえば委員長をやっていただくと、場合によっては 3 学会の

時にもある程度続けてやってもらうことになるので、いいと思います、むしろ。 

大西：僕は一番いろんなプログラムに利益相反が生じにくいので、そういう意味では、ひ

とり。 

竹村：それでは、大西先生に。 

（拍手） 

竹村：「認定プログラム審査委員会」ですね。他にいかがでしょうか。 

前野：審査委員会は審査だけするんですか。つまり、プログラムを向上させるための機能

は FD がやるということでよろしいですか。 

竹村 そうです。 

草場 ：私も FD を開催する中でプログラムや指導医の審査を行うことが有益かと思います

ので審査委員をさせていただければと思います。 

前野：そうすると独立性というのは、どのくらい求められるのですか。 

竹村：これは 3 学会合同の時にもよく言われていて。要は学会が審査、認定するのはおか

しいんじゃないかと。それは別の人間がやるべきではないかというご意見もあってですね。

確かに独立性がないと学会内の、自分の息のかかった人がいると、ちょっとまずいのかな
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という気はします。まさしく利益相反の話というか、かなりあるような気はします。 

前野：FD 委員会の委員長は兼ねてもいいのですか。 

山田：それはいいんじゃないかな。駄目かな。 

前野：それはもちろん、理事会の判断でいいと思いますが。 

草場 ：プログラムに関わっていない人がいいということになってしまいますね。厳密にい

うと。 

前野：ただジャッジメントだけであれば。その時にだけ起動するシステムでいいのであれ

ば、理事が一人と、外部委員が一人でいいんじゃないですか。 

朝倉：たとえば、その出所が分からない形にして、内容だけを評価するというふうにする

のだったら、いけるんじゃないですかね。 

山田：出所は大事なんじゃないですか。この診療所は本当にあるのか、とか。 

西村：何人くらい必要ですかね。 

竹村：結構、要ると思いますよ。これ、ほとんど仕事をとられるんで。一人では絶対に出

来ないと思います。 

山田：4～5 人ぐらいはほしいですね。 

前野：だから、ジャッジメントのところだけなら。認定委員会や FD 委員会が一生懸命ジャ

ッジメントに耐えるだけのものを作るお手伝いをして、 後の判断だけ外部に頼むという

形でよければ、ジャッジメントはそんなに大きなセクションでなくても、数人でいいと思

います。そのかわり、独立性はちゃんと高める。 

竹村：せっかく、集まる機会ですから、どなたか。 

山田：そうですね。今日決まっていれば、そのまま事務局が書類を送ることになりますか

ら。 

●●：どのくらいの業務量になるのか読めないですよね。どういうノウハウが必要かも。 

竹村：今、月に 2 回まとめて送ってもらっていますが。季節性があって、多い時は多いし。

質問もけっこう多くて。 

亀谷：一度、葛西先生が学術集会の準備でお忙しい時に 2 ヵ月ぐらい責任者を任されて、

私のところでやったことがありますが。その気になってやると、それほどでもない。大体

まとめて 5～6 件とか。それを読んでコメントを付けて事務局にお返しするという作業です。

だから、むしろ先ほど山本先生が言われたように、ダラダラ来るのに対して対応するより

も、来たものについては、これは自分の責任でやらなきゃいけないと考えたら、わりかし

時間はかからない。そんなに膨大な時間は要らない。 

前野：問い合わせの対応は、新たな委員会の仕事になるんですか。 

竹村：審査に関してのみ、ということになります。ただ、その審査をする時に、いろんな
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ことを聞かれるので、その時は 2 ヶ所に送っていただきますか。 

亀谷：むしろ大西先生にお任せして、コメントを付けていただいて、理事のメーリングリ

ストで、どう答えるかとか、そういうジャッジにしたらいいのでは。問題点を抽出しても

らうだけでも、ずいぶん違うと思います。 

竹村：いま審査している内容が、プログラムのことと、指導医のことと、研修医のことが

あるので。研修医のことは中断していいのか、再開していいのかといった程度のことです

けれど。一応このへんのことを審査委員会にお任せしてという形で。 

大橋：制度設計に対しての質問であれば、認定委員会でいいですか。逆にいえば認定委員

会で新しい制度を作っていくので、そのフィードバックにもなるので。1 回おとしてもらえ

れば、なんらかのコメントを付けます。 

前野：僕はまだ、その 2 つの差が分かってないんですが。すでに前例があって Q&A に書け

るような問い合わせ、事務的に答えられる分は事務局でやっていただき、それ以外の質問

は認定委員会が窓口となって検討するという形でもいいのではないかと思います。 

竹村：では審査委員会は「申請書としてあがってきたもの」のみでいいですかね。 

前野：あるいは認定委員会が、これは手に余ると判断したもの。 

竹村：分かりました。では、審査委員会は申請書のみ審査する、プログラムと指導医と研

修医ですね。それ以外の質問などに関しては、認定委員会にふっていただくということで、

いいでしょうか。 

 

7. 家庭医療専門医認定試験の要綱や提出書類について 

竹村：家庭医療専門医認定試験の要綱と提出書類についてですね。これに関しては、若い

人達にも入っていただいて、いろいろと議論をさせていただいて、かなりいい案が出来て

います。前回、まったく要綱なしに試験を受けるのはいかがなものかというご意見もござ

いまして。それに対して、一応、大橋先生を中心にまとめていただいたんですが。実は、

先ほど申しましたように、非常に急がなくてはならない内容でして。ポートフォリオを来

年のために書かなくてはいけないのに、公示はしたのに、書類はまだ作ってないという感

じになっているので。今回の理事会でぜひともこれについてはご意見をお伺いして、その

ご意見を入れることで承認という形にしていただきたいのです。 

では、大橋先生、説明をお願いします。 

大橋：申請書と事例報告書と書いてあるのは、まだ作成途中の段階で。いま中心になって

作っていただいている先生が、竹村先生、藤沼先生、松下先生に参加していただいている

のですが、お三方の意見はまだ反映されていない状態です。全体としての要綱の案として

は。現状として今あるのは、プライマリケア学会の認定医専門医試験要綱というのがあり
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ますが、それにある程度流れに添った形にしています。実際、試験も同じ形でやるので。

プライマリケア学会の違いとしては認定の申請書類にプログラム名を記載したり、研修の

修了とか中断かがかかれてある違いがございます。ポートフォリオに関しては、プライマ

リケア学会では循環器領域、呼吸器領域などと、認定されたプログラムがないので、どん

な研修をしたかってことを臓器別に書かれています。こちらに関しましては、ver.1 に書か

れている「家庭医に求められているコア、能力」から抜粋した 5 項目、計 5 症例を出して

いただくという形で考えています。プライマリケア学会は 20 例ですが、時間的な問題もあ

りまして、5 症例にしました。その内容については、要綱の第 9 条 4 に書いてあります。 

試験の内容としては、プライマリケア学会と同様に CSA の試験と MEQ の試験となってお

ります。更新に関しては、プライマリケア学会はその要綱に詳細が記してありますが、う

ちの学会としては、今後の 3 学会合併に向けた作業の中で決定するという 1 文にとどめて

います。以上です。 

竹村：プライマリケア学会と異なるところは、いわゆるプロフェッショニズムを担保する

のに、どうしていいのかということで。第 8 条の「医師免許を失効したことがない」とい

うことが加わっていることがあります。あと、大橋先生のお話のあったように、事例報告

書、ポートフォリオのことですが、症例について、家庭医を特徴づける内容で評価をして

みようと。もしくは、これをそういう行動をするインセンティブにしようという形で入れ

ております。 

大橋：それと、基本的なご意見としてあったのは、事例報告書をポートフォリオという名

前にしたほうがいいんじゃないかということがありました。 

竹村：あと専門医の審査のところで。第 11 条で、書類審査と試験を行って。試験に関して

は 3 学会合同で行うので、MEQ と CSA ということと、あとは当学会としてはポートフォリ

オという形で審査をさせていただくということになりました。 

伴：ポートフォリオというのはむしろ反対なんですが。ポートフォリオというのは紙挟み

という意味合いで、経営の方でも使われているし、医学教育の方でポートフォリオ評価と

いう言い方で使われることもあるし。ポートフォリオという言葉が事例報告を意味しない

ので。 

竹村：ポートフォリオ評価もしくは事例報告書と。 

伴：ポートフォリオ評価ではないですね。 

大西：でも評価に使うんですよね。 

伴：いわゆるポートフォリオ評価というのは、掲示的なアウトカムをずっと蓄積して、そ

れを全体的に評価しようというのが基本的な概念です。これは経験した症例を色々な観点

からまとめて提出するという意味ですね。ですから、むしろ事例報告の方が読む人も分か
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りやすいと思います。 

前野：今、この要綱を発表するということは、今回のポートフォリオは、絶対 retrospective

なものであることは確定しているんですよね。 

大西：そこは、ある程度戦略的に名前をつけたほうがいいと思いますが。たとえば 終的

に出てきたものなので、選択されたとか、まとめられたポートフォリオ評価みたいなこと

でやっていった方が、そこまでの学習を促してきた評価なのだということが表れていて。

事例報告書だけだと、何か適当に振り返って書いたんだということでもいいのですから。

ポートフォリオ学習につなげるという意味では、「事例報告書」では違和感があります。 

伴：それはまったく羊頭狗肉で、A4、2 枚以内で書類を提出するのがポートフォリオ評価

だというのは、内容とネーミングは違うという話です。 

大西：今後、たとえば指導医のコメントみたいなものが定期的に入ったものを提出しても

らうとかですね、そんな変更は考えていきたいと思っています。 

西村：第 1 回目なので、振り返って書いてしまうことになるんですけれど。 初の段階で

何を学習するかっていうのは、学会としては出しているわけで。それに添ってやってきて

いるはずなんで、振り返って自分がやってきたことを書いてもらうしかないのないかなと

思います。つまり、ポートフォリオになるんですけれど、この書き方をすると事例報告に

なるのかなと。そのへん、うまくならないかなと思います。何を学んだかエッセーみたい

なものを書いてもらうのがポートフォリオなのかなと。 

伴：間違ったメッセージを送る可能性もありますね。これがポートフォリオなんだと。 

竹村：また一方で、今回のことは、今回だけのことではなくて、3 学会合同後も、実際にや

っているプライマリケア方式をとるのか、家庭医療学会方式をとるのかということは必ず 3

学会で議論される時に、うちはやっているんだということは、かなり意味合いは違ってく

ると思うので。まあ、出来るだけ今回のことだけを見るのではなくて、3 学会合同したとき

にあるべき論を言ってもらった方がよりいいかなと思います。 

大西：たとえば modified essay も信頼性の低いものなんですが、それをあえてポートフォリ

オに加えてやるのに、どれだけの意味があるのか。要するに、modified essay というのは紙

にかかれた事例から読みとって、それから書くということです。そういう紙の上でのこと

が出来ればそれでいいっていうメッセージにも成りうるのです。表面上、精度は高いと思

うんですけれど、決してそうではないのです。 

竹村:では、どういたしましょう。これは、前の理事会で… 

前野：私も言いましたけど、そういう趣旨から考えると。ポートフォリオ評価が専門医の

認定に必要というのであれば、プログラムが始まった時からそれを仕込んでおかなくては

いけなかったと思います。でもそうでなくて、この時期を迎えた今になって、そういう視
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点を今度修了する人から適用するのはフェアじゃないと思いますね。 

藤沼：でも、プログラムにはポートフォリオ評価をやると書いてあるんだよね。本当にや

るのかどうか分からないけれど。 

前野：僕は、そのプログラムに定めた各領域をきちんと経験したかの確認だと思っていま

した。そうだとすると、この様式に領域を書くところがありますが、ここに全領域を書か

せて、それをチェックして、確かに経験したというプロセスを評価し、アウトカムは OSCE

で評価する、というようなイメージでいたんです。そういう位置づけだったら 5 例は少し

少ないように思いますが。 

竹村：この 5 例は、時間がもう足りないということで。学習者が、それこそ振り返ってレ

トロスペクティブに書いてしまうんじゃないかということで、5 例ぐらいで。 

前野：先ほどの藤沼先生のお話なら、それはポートフォリオ評価をやることになっている

から、やっていますよね、ということになりますね。 

大橋：一応、8 月の議論の流れで、 初にお示ししたのは、事例報告なりポートフォリオと

いうのは、うちの学会としては、各施設で、修了で振り返りをするんだから、それで修了

しているっていうことでいいじゃないかというご提案をいただいて。それでもまあ、やっ

た方がいいんじゃないかというご意見が多数を占めて、原案を作り出したのですね。で、

家庭医を形づける能力というのを全部やると大体 20 例あります。Ver.1 にそって。でも 20

例は今からでは厳しいだろうということで、今回はこのような形式で 5 例でいかがですか

という形です。あとは、もう少し簡略化して 20 例みたいなご意見も。 

前野：プライマリケア学会では 50 例の概要と 20 例の詳細というんですね。だから、そん

な形はどうですか。リストと詳細。 

大橋：リストに関しては、プライマリケア学会は患者さんの名前と、どこでやったかだけ

なんですね。本当にそれだけでよければ…。 

前野：こういう議論をすべて知っている人はいいんですが、受験者は受験要綱だけを比べ

てみますよね。プライマリケア学会は 20 例書かなくてはいけない、こちらは 5 例でいいん

だと。もちろん今議論してきた前提はあるんですが、出て来る形としては、そういうもの

に映ってしまうなと。 

山本：原則はポートフォリオをお出しください。出せない人は 20 例を出すと本来はそうな

っていますよね。だったら、プログラムの責任者に 終的に見てもらいチェックしてもら

うことで、そのまま学会に出せばいいわけですね。 

竹村：先生、それは事前に言ってなかったです。ポートフォリオを書きなさいとは書いて

なかったです。 

山本：たとえば、それを出来ない人は 20 例を出すなり 5 例を出すなりして、ちゃんとやっ
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ている人は何もしないで、そのまま試験に行けるようにするとか。あと、内科学会の専門

医の試験の時に文献引用を必ず書くようにしてくださいってやってますよね。そういうの

って、入れるかどうかは別にして、 初のときにやっておかないと、本当に感想文みたい

なものになりかねない。 

竹村：それは評価の時に振り返りがあって、その根拠があるかということは、見なくては

いけない部分だと思います。が、今までその枠を示していなかったんですね。FD ではそう

すべきだという話はしたんですが、示してなかったので。あと数ヵ月しかないので、それ

を今からでは難しいかなと思います。 

草場 ：原則的に、ポートフォリオを作っていただく方向で評価すると書いておいて、現実

の状況として今回に関してはこういった 1 例でそれを代替する、という。折衷案はいかが

でしょうかというか。受験者に対してこうしてほしいというのを出すのはすごく大事だと

思います。結局指導医のワークショップの時に、たくさん出た意見というのは評価の仕方

がよく分からないというものです。評価をしなさいと言われているけれど、よく分からな

い、目標はいっぱいかかれているけれど、どこでチェックすればいいのか分からない、と

いう意見がかなりあったのですね。実際にそこに対応していかなくてはいけないという時

に、実際の認定試験のところでそれが評価されるっていうことは、すごく大きいと思いま

す。あるべき姿はそれを出しておいて、今回は時間の問題もあるし、準備もできないので、

こういう形で行くっていう折衷案です。 

大橋：基本的には、今回のこの要綱は、3 学会が合併することが確実であるならば、1 回限

りの要綱なんですね。3 学会合同のものは別物で、今まさにやっているところで。今回のも

のは 1 回のために作っているものだとお考えいただいて。3 学会合同の流れの中ではポート

フォリオを出すこと自体まだ反対意見も残っている。このディスカッションはこれからで

す。 

亀谷：それだからこそ、一番しっかりしたものを作った方がいいんじゃないですか。それ

で私が言いたかったことは、先生と似ているんですけれどね。大枠のスキムを要綱として

出して、後は細則を作ったらいいんですね。 

竹村：出来ることならば 3 学会のことまでにらんで、我々が正論を言って出すのであれば。

要綱の下に細則があって、その下には作らないということになっているので。これは細則

に反映したいんですね。できるだけ、この中にひとつにして、家庭医療学会としてはこう

したいんだといいたいのです。 

大橋：3 学会合同になったら、これは細則になるんですね。認定制度っていう要綱があって、

これはその中の試験に対する細則という形になるので。 

前野：正論を書いて、細則を作っておいて、3 学会になったときは、細則を打ち切るんです
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か。 

竹村：どうでもいいことは細則でもいいのですが。前回の理事会のご議論でポートフォリ

オは学会としては大切で、正論を述べるべきだというご意見があって、それは落としては

いけない部分かなと個人的には考えているので。であれば、この中にガシッと入れて。来

年のためにも使うけれど、それだけじゃなくて 3 学会合同の時に、これでお願いしますと

藤沼先生のところへ持っていくんだと。 

前野：この要綱には正論のポートフォリオを書いておいて、来年度に関しては 5 例でいい

というのを家庭医療学会の細則にしておけば、まさに先生がおっしゃった正論の部分だけ

が細則の中に。 

竹村：それはいいかもしれないですね。 

山本：それで、その時に文献引用だとか、ちゃんと勉強したという 低限の記入として文

献を必ずひとつは。全員に課するようにしたほうが、質は高くなる。 

大西：今の山本先生のご意見は、出てきたポートフォリオを次にどう評価するか、次のス

テップにどういくかということなんですけれど。まだルーブリックがどうなるか、全然何

もないわけです。あと口頭試問をするのかしないのか、おそらくしないっていう流れなの

かなと思ったのですが。絶対にした方がいと思うのですが、手間がかかるとか、よめない

ところがあるので。結局、 後の合否判定に、どうなるのかということを書いておかない

と、その作業だけでもかなり大変ですから。 

竹村：来年に関しては、プライマリケア学会の基準をすべて使って、 終的な判断はうち

がやるということになると思います。 

大西：ルーブリックはあるんですか。 

竹村：プライマリケア学会のものをそのまま準用というか。一応、3 学会合同で企画運営す

ることになっているんですが、大きな変化はないと思います。ただ、その次の年に関して

はまた今後考えるということになると思います。来年は、プライマリケア学会で大きな変

更をすると受験者が困るし、我々だけが違うことをやると 3 学会合同するときに大混乱が

あるので、出来るだけ一致させようということにしています。 

亀谷：3 学会合同は 22 年といいながら、そこからもうガラッと変わって新しいスタイルに

なるんですか。それとも準備期間が 3 年とか。 

山田：プライマリケア学会の方は、専門医認定試験の方は経過処置として、まだ続けるわ

けですから、今の会員に残さなきゃいけない約束でしょうから。家庭医療学会はプログラ

ム申請をしないと、そこに登録しないかぎり修了しませんので、これで出来るんですけれ

ど。 

亀谷：私の言いたいのは、うちが ver.1 を作って、きちんとした考え方を盛り込んで作って
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いるのは、時間の経過をみすえながらも、一番大事なところは見失わないで、きちんとや

っていくということで。それで、今度の試験は確かに間に合わない部分があるから、それ

は細則でいいですけれども。その先、まだ合併後もうちのポリシーはきちんとしていると

いったものを作っていった方が。 

竹村：うちのポリシーはきちんとしてます。ただ 2 年後に関しては、やはり 3 学会の合意

の基ですすまなきゃいけないんで、いくら正論を言っても通るかどうか分からないですが。 

大西：その話からいくと、ポートフォリオのルーブリックというのは根幹ですよね。でも、

それを向こうが… 

竹村 ：それは MEQ と CSA の話だけであって、その前の書類審査に関してはうちのマタ

ーなんで、うちが勝手に作っていいのです。それを持って行きたいんですね、3 学会合同に。 

大橋：正論をどうするかっていうことを、ここである程度決めなきゃいけないですね。 

竹村：話が大分いっちゃったんですけど。まず、名前から。どうしましょうか。 

伴：僕が言いたかったのは、「全 5 例のポートフォリオ」と、そこだけ言葉を変えたら良い

というのがおかしいと。 

竹村：では何という表現にしましょうか。 

伴：実際にやることはこういうことであろうということですね。 

竹村：じゃあ、「ポートフォリオ評価」 

伴：ただし、実質的な運営の仕方は本年に限っては云々といって、そこで事例報告 5 例の、

と。 

竹村：じゃあ、ここで「ポートフォリオ評価」という名前を使って。ただ申請書に関して

は本年度はこれでいくという感じにしましょうか。申請書は特に問題ないですよね。うち

の場合、どこかの施設に所属しているではなくて、プログラムに所属しているという立場

にとっているので、そこだけ変えただけで、あとは 3 学会合同しても使えるように、出来

るだけプライマリケア学会とも整合性があるようになっています。あと、 後の「事例報

告書」は「ポートフォリオ評価」になるんでしょうか。いかがでしょう。「領域」というと

ころは抜けていますが、すべての領域がここに書かれて、○を打ってもらう形になるとは

思いますが。 

大西：何文字以内というのは必要ないですか。 

大橋：A4、2 枚以内というのがあるので、それをやっていれば「何文字以内」というのは

要らないかなと。 

大西：文字がびっしりでもいいのですか。さらに、自分の紙を使うのですか。 

竹村：「詳細は細則に準じる」で、細則に「別紙の如くで書いて」として。 

大橋：こちらに書くのは、「第 9 条 4．症例」ですよね。その中で「ポートフォリオ評価
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を行う」だけの 1 文でいいですかね。いわゆる正論を書くということで。 

竹村：じゃあ、ここはそうしましょうか。「5 例」というのが問題なわけですからね。だか

ら「事例報告書を提出する」ということで、「詳細については、別紙細則に準ずる」という

形にして、その細則に、この「同一疾患、同一項目の事例はさけること」などを。 

「3」だけは外に出した方がいいですか。「3．全 5 例の事例報告」というのを「事例報告の

詳細は細則にて規定する」として、その細則に 1）2）3）、それに別紙をつけてということ

であれば、よりよいものにする可能性がでてきましたよね。 

大橋：じゃあ、その 9 条に関しては、あるべき姿を示すのではなくて、今回は細則で逃げ

ますってことだけ書けばいいと。 

竹村：そして、第 11 条も、この「5 例の事例報告書を審査する」でなくて、「5 例」を消し

ていただいて、「ポートフォリオ評価で審査する」とかにしていただいて。 

前野：9 条のタイトルも考えなくては。 

竹村：「ポートフォリオ評価の内容」です。「その数」はいらなくなりましたね。1．2．で 3．

はぬけて 4．5．ですね。5．は些細なことなので、これも細則にいきましょうか。そして第

11 条を「ポートフォリオ評価で審査する」と。よろしいでしょうか。 

大西：9 条のところの「A4、2 枚」というのは、やはり違和感があって。それまでの積み重

ねっていうのが基本的なポートフォリオの考え方なので。もし分厚いのを作ってきたら、

まとめは 2 枚以内とする、と。もし、それを付けてくれるなら歓迎する、とした方が、は

るかに本質的だと思います。 

大橋：今年度に関してもですか。 

大西：そうですね。もし、それを作っている人がいたら、まったく新しいものを作ってと

いうよりは、今まで作っているものを出してもらう方がはるかにいいわけですよね。で、

おそらくそうやって出してもらったものが、資料となって、こちらが制度を改善するため

の重要な内容になると思います。 

草場 ：たとえばポートフォリオ評価という形にするのであれば、「以下の内容のすべてを

含む」に挙げられているいくつかの家庭医機能だけが取り上げられてしまうことになって

しまいます。ポートフォリオということになれば、まったく違う話になると思うので。こ

こはあえて、ザックリ取って「ポートフォリオ評価を行う」と。「その基準というのは認定

プログラム研修目標にのっとってポートフォリオ評価を行う」というぐらいでいいのかな

という気がします。 

大橋：そうなんです。先生のおっしゃる通りで、ポートフォリオを本来行うのが望ましい

のだけれど、今年は細則で逃げますよという形なので。本来ならば、「第 9 条 ポートフォ

リオ評価を行う」だけで。もっと時間をかけて内容を詰めなきゃいけないので。 
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竹村：実際には、行動目標にも関わることなので、これが 3 学会合同したときにそのまま

使える可能性は、多くはないと思いますが。正論を述べたかったので、書いてあって。こ

の内容に関しては、他学会はきらいみたいで。家庭医を特徴づける能力は皆さんおきらい

みたいで。 

亀谷：だけど、これは根幹なんだから、残していいんじゃないですか。 

竹村：じゃあ、全部載せるという手もありますが。20 項目、全部載せましょうか。 

草場 ：それでいいと思います。ちょっと中途半端な気がしていました。 

竹村：じゃあ、20 項目で。 

○○：今年度に限り 5 項目で。 

大橋：細則はなしですか。 

竹村：細則はありです。 

大橋：ポートフォリオはこの 5 例でいいですか。 

竹村：そうです。 

大橋：ではがんばります。 

竹村：で、この「ポートフォリオ評価書」ですか。これはよろしいですか。 

●●：これは 1 枚目が評価ですか。 

大橋：これは 2 枚以内で、1 枚でも。これをダウンロードしていただいて書いていくとスク

ロールして 2 枚になっても O.K.ということで。 

竹村：これは、3 で省察をするのに、なぜ 2 のところで考察を入れたんでしたっけ。「事例

の記述」でいいんじゃないかなと。 

藤沼：こういう記述に関して、自分としては生涯学習の課題とか、スキルはどうするかと

かが書かれるのが一番いいのじゃないかと思いますが。実はこれが、大西先生の言われた、

口頭試問の時のメインポイントになるので。それに貢献してという形になると思います。

が、出来れば、今後の自分の課題とか整理されているとすごくいいなと思います。でも今

年の●の気がしますけれど、今年もそれで● 

竹村：そういう場合、本文の考察と省察ですね。書く人が考察と省察は、どう違うんです

かと言われた時に。 

藤沼：言われるなあ、「3 省察」はなしかな。なくてもいいような。 

竹村：3 は要るんじゃないですか。振り返りがなければ。 

●●：2 の考察は落として、3 は残す。 

大橋：3 の省察が 2 のところですね。 

西村：症例の考察ではいないんですよね。症例で学んだこととか、自分にとっての今後の

こととか、そういったことを書いていくところですよね、3 は。 



45 
 

藤沼：それが一番のポイントです。 

西村：2 番とは違うんですよね。 

竹村：それを万人が見て分かるような表現にしていただければいいんですが。 

西村：これって、例は出さないんですか、そういえば。 

竹村：例を出してもいいですよ。 

西村：プライマリケア学会には例が出てますね。 

小林：3 の「どのように考えたか」じゃなくて、「どのように感じたか」ですね。 

竹村：でも、これは振り返ってその●を抽出してきているわけだから、感情の問題ではな

く理屈の問題ですよね。 

小林：まあ、そうなんだけれど、「考えた」と「考察」と「省察」が分からないということ

だから、分かりやすいのは省察かな。 

藤沼：事例の中に入っているから、整理して書けばいいのかなって。省察しか出てこない

ので。 

●●：では、その後半の部分だけ「省察を今後、どのように使用するか」と。 

前野：カバーレター、本文、省察とあるのですが。本文というと、それ以外の本文は本文

じゃないのかって。カバーレターというのもちょっと違う気がします。 

藤沼：これは要するに、この事例によって自分の向上力のあることを証明するみたいな。

パッと見た時になんでこの事例をあげたのかなっていうときに読むガイドラインみたいな

ものを書いてあるという感じで。総括みたいな感じというか。それが 1 ページ目にあるん

ですね。 

小林：題名なしでそのまま「なぜこの事例を報告しようと考えたか」ですか。 

前野：相当詳細なインストラクションをつけないと分かりにくいですね。 

藤沼：分からないかなあ。 

西村：少なくとも例があれば、ああ、こういうこと書くのって。 

藤沼：じゃあ、何か出します。 

竹村：カバーレターってどうしますか。 

藤沼：なんだろう、「表紙」だよね。 

竹村：その上に「表題」ってあるので、それで代表させるわけにはいかないですか。 

大西：いや、なぜこの事例をというセンテンスを落とせないので。 

西村：これ別にカバーレターでなくてもいいんじゃないですか。 

大橋：「表題」だけにして、「本文」という題もなくして「事例の記述」だけにして、「省察」

という題もなくして。 

大橋：字数制限はどうしましょう。ポイント制限だけにしますか。 



46 
 

竹村：そうですね。では、藤沼先生、万人に分かるようにまとめていただけますか。 

これはかなりせっつかれておりますので、今まで議論があったことをまとめて、皆さんに

お渡ししますが、これでよろしいですか。出来次第、プログラム責任者の方にはお伝えい

たしますので。 

伴：確認ですが。9 条は項目の名前は「研修評価法」みたいな名前で、本文は「ポートフォ

リオ評価にて行う」として「本年は別に定めた事例報告書をもってかえることが出来る」 

竹村：いえ、「本年は」じゃなくて「詳細は細則に定める」にして細則の今年ヴァージョン

でやっていこうかなと。で、この要綱自体を 3 人の中でもんでいただくという形に。では、

そのような形で進めさせていただきます。 

 

8．第 23 回（2008 年）学術集会収支報告 

竹村：第 23 回学術集会収支報告について葛西先生がご欠席ですので、山田先生からお願い

します。 

山田：先ほども参考で述べましたので、時間がありませんので簡単に。予算に比べて決算

がずいぶん変わったところがあるということで。収入では、先ほどお話した通り、参加費

が減ったということ。支出では会場費が 15 万円と見積もっていたのが 63 万円であったと

か、外部委託、これは主に学会の運営費、人件費と同時通訳費が多くを占めているのです

が、これもふくらんでしまった。印刷製本費でもカラー印刷等で少し出費してしまった。

ということで、収入 750 万円に対して 1150 万円を支出して、収支差額としては 400 万円弱

の赤字を出してしまったということで。今後このようなことのないように悔い改めますの

で。 

竹村 よろしいでしょうか。よろしくないかも知れませんが・・・。 

 

9．第 24 回（2009 年）学術集会について 

雨森：来年の 5 月 30 日、31 日に京都国際会館で合同の総会として開かれる予定です。先週、

ほとんどの企画とスケジュールについて決まりました。予定としましては、今年は 400 人

くらいだったのですか。それでは本当にヤバイなあ。今年はちょっと毛色が変わっていた

ので。来年は生涯教育を主にということで。今までプライマリケア学会の方は各都道府県

の持ち回りで、その県のお祭りという感じだったんですが、今回はそういうことがないの

で。一応、講演とシンポジウムとワークショップと合わせて 30 個を用意しています。その

うち家庭医療学会の企画は半分。選べないということはないだろうということで、観光に

逃げられないように面白い企画を用意しているつもりですので、出来るだけ皆さん参加し

ていただきたいと思います。予定としては、11 月中にオープンにして、12 月中に登録開始
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というふうに考えております。 

山本：今回知った人に引き続き割引券みたいなものを配布するみたいなことは。 

雨森：そうなんですがね、なにしろ単独でやっているわけじゃないんで。非常にそのあた

り、やりにくくて、お金のことも何にも来てないので。まあ、その分、事務局が「大丈夫

だ」みたいな感じで、スポンサーを捜しているとのことなんで。まあ、来ていただいて選

べないというか、行く企画がないなということは絶対にないと思います。その点では、今

までにない会が出来ているんじゃないかと思っています。以上です。 

竹村：でも、事務局で製薬会社にコンタクトは無理そうですね・・・。 

雨森：一応ランチョンは大体決まっていて、それ以外のスポンサー付きの大きな講演が 2

つ 3 つ決まっていると。で、お金はがっぽり出してもらうけれど、入る人数が少なかった

らヤバイなあと。そんな形でなんとか土日、各施設を休みにしていただいて、みんなで来

ていただくということを希望しております。 

●●：何人ぐらいの予定ですか。 

雨森：1500～2000 人くらいは軽く来てもらわないと。プライマリケア学会がクレジット付

きになっているので、それで多くなっているとは思うのですが。ただ地元のお祭りじゃな

いということがあるので。 

●●：参加費は決まったのですか。 

雨森：参加費は、事前が 1 万円で、当日は 1 万 2000 円、医師は。コメディカルがちょっと

安い。医学生は 1000 円ということになっております。会場費はいくらだったか、国際フォ

ーラムや横浜なんかよりずっと安い。京都はその点では安い。 

竹村：運営する費用が高いんじゃないんですか、あそこは。 

雨森：その点は、各会場は会場のスタッフがやってくれるとか、そういうのがあるので。 

前野：プライマリケア学会と家庭医療学会はどういう比率配分になっているのですか。 

竹村：今まで赤字が出ても、黒字になっても、すべて会員数に応じてという話になってい

ました。企画に関しても会員数で割っていたので。半々じゃなかったんですよ。 

雨森：企画の数で言われたらヤバイですよね。前沢先生が何も言わないので、しょうがな

いので出したんです。 

大西：この今年度の学術集会に関して、外部委託費と事務作業委託費が別になっているの

ですが。 

事務局：事務作業委託費はあゆみコーポレーションでやったすべての作業で、外部委託費

は当日お願いしたサイマルさん、学会屋さんにお支払いした分です。 

大西：この事務作業委託費は来年度も同じようにかかりそうですか。 

事務局：いえ、今回の事務作業委託費は事前登録とかをこちらで行ったりしたためにかか
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った費用です。来年度はプライマリケア学会事務局が大会事務局を担当しているので、事

務作業委託費は今回より安くなると思います。 

●●：他のことかもしれませんが。9 月に京都で在宅ケアを支える診療所ネットワークとい

うのが、1500 ぐらいの規模でやっていると思うんですね。多分、京都の医師会を中心に、

さっき言った政策的なところにかんでる組織だということもあると思うんですが、何か情

報が入ってくれば、呼びかけるルートが出来るんじゃないかと思いました。 

雨森：いざとなれば、そちらのルートもあるんですが。もともと会場が決まるときに、プ

ライマリケア学会が会場をなかなか決められなくて。安いところで、WONCA の時に京都

でやってということで。地元は協力しなくてもよいという合意のもと、京都になったんで

すね。だから、ちょっと言いにくいなということもあるのですが。でも、まあ。非常に無

理矢理決まったところがあるもんで。 

 

10．平成 20 年度 日本家庭医療学会 研究補助金について 

竹村：では続いて、平成 20 年度日本家庭医療学会研究補助金についてですが。これは先ほ

どありましたので。 

事務局：研究補助の課題研究のテーマを決めていただきたく。 

大西：テーマはあった方がいいですか。 

山田：今まで 3 回はテーマを決めていますね。 

前野： 初に、要するに、学会として政策的に重点化したいところを、学会として金を出

す以上は少しドライブしてもいんじゃないかということだったので。 

大西：自由でもいいのかなと。 

山田：意図的に募った方がいいテーマがあれば。 

山田：では、課題はなしということで。 

 

11．特別賞（田坂賞）について 

竹村：特別賞（田坂賞）について、ですが。これは白浜先生からいただいたものですが、

どういたしましょうか。 

山田：田坂賞の運営、これはまあ、TFC の人たちがやっていただいているところで、ただ

学会が協力するという形で既に今までやってきたところです。今まではその縁でもって選

考委員長に白浜先生にやっていただいて、そこのところに白浜先生のお名前をいただいて

いたということですが。これは、家庭医療学会の理事が選考委員会の委員長になっていた

方がいいんですかね。 

竹村：事務に関わる費用は家庭医療学会が出しているので、なんらかの関与はあった方が
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いいかもしれないですけど。 

藤沼：選考方法のところに、うち 1 名が委員長を兼ねるとなっていますね。 

山田：そうですね。それは、この中で合議をしてもらえればいいですかね。白浜先生のご

提案では、このようなメンバーになっていました。ですから白浜先生のお名前を除かざる

を得なくなったのですが、それ以外のところでご承認いただいて、白浜先生が欠員された

分、どなたか一人入っていただけるなら、ここに入っていただくということで。委員長に

対しては、委員会が開かれた時に互選で決めていただくということでよろしいんじゃない

でしょうか。 

伴：ただ、委員長は日本家庭医療学会の理事・監事の 4 名のうちから 1 人が兼ねるという

ことになっていますね。だから、雨森先生、松下先生、山本先生のうちお一人が委員長に

なって、もうひとり追加するという形ですね。 

山田：そうですね。これに参加していただける方、どなたかもう 1 名、理事の方でいらっ

しゃいますか。内山先生にお願いしてみましょう。まあ、委員長はその 4 人で互選してい

ただくということで。 

 

12．倫理委員会委員長の選出について 

山田：ということで、倫理委員長の白浜先生が強力に進めていただいた事業で、空いた穴

は大変なんですが。現状では前野先生、西村先生、それ以外に外部委員として稲葉、浅井

先生というお二人に来ていただいています。私の方からお願いしたんですが、いま監事と

いう役なんですが、山本先生にぜひ倫理委員会に入っていただいて、倫理委員長としてお

願いしたいという提案をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（拍手） 

山田：じゃあ、山本先生ひとことお願いします。 

山本：私は前も倫理委員だったのですが。白浜先生ほどの細かな気遣いは出来ませんが、

彼の経歴を傷つけないように、出来るだけやっていきたいと思います。 

竹村 ありがとうございます。では、その他でございますが。 

 

13．その他 

山田：特にございませんけれども。白浜先生が田坂賞を創設したり、伴先生等にお力をい

ただいたこの「SCENE」という本のご寄稿をまとめていただいたりしたことを考えますと、

白浜先生は医療倫理に関するご功績が非常に高いですから、それにちなんだ出版なり、賞

なり学術活動なりを考えたいと個人的には思っています。次回までに先生方にご提案いた

だいたり、ご意見があったら、ぜひともお願いします。田坂先生も家庭医療学会としては
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非常に大きな功労者だったのですが、それにも勝るとも劣らない、白浜先生のご功績を何

とか形で残したい。幸い昨年の大会長講演のビデオは残っているようなんで、それをなん

らかの形で使いたいと思っている部分もあります。パワーポイントの資料もお借りしたも

のが残っているものがあるようです。それ以外のことで、学会として、どういうふうにお

関わりしていいのか、今のところまったく考えがまとまりませんが。なんとか医療倫理の

面で、学会として白浜先生のお名前や功績を継いで何かやっていけるような事業なり、出

版なりをご提案いただけるとありがたいです。何かこの場でご意見があれば。 

大西：白浜先生がずっとご蓄積されてきたホームページがあって。昨日も確認したんです

けれど、そのままなんですね。ご遺族の意向とかもあると思うんですけれど、何か学会と

しても活かせないのかなと思いました。 

山田：そうですね。残っている原稿だとか、本にしていないマテリアルだとかがあれば、

という気持は持っていたのですが。先生の言われる通り、ホームページは非常にボリュー

ムが大きいものですからね。もし奥さんとお話しして、それを整理することをお許しいた

だければ、場合によってはそれをなんらかの形で残せるように活用させていただくことは、

ご遺志を継ぐにはいいんじゃないかなと思います。 

前野：来年の京都の学術集会で。田坂メモリアルコーナーというものがありましたね。そ

ういうものを、動画を流すとか。 

山田：あと来年の学会ですが、白浜先生のご紹介で今ネパールに行っておられる楢戸先生

の招聘もあったと思いますが、それは活かされていますよね。 

雨森：一応、前沢先生にも連絡をお願いしたのですが。 

山田：僕も、コンタクトをとっていますので、僕のほうからも連絡させていただきます。 

雨森：白浜先生からは 5 月はあいているから大丈夫だというメールが 後でした。企画は

残っています。 

山田：他、何かございましたら。 

竹村：それでは、次回は 2 月 15 日、日曜日の午前中ということで、東京大学でお願いしま

す。本日はどうもご苦労様でした。 


